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第１章 計画概要・趣旨  

1-1 計画の背景・目的・位置づけ 

 

近年の少子高齢化により人口減少社会が加速する中、人々の住生活の多様性や住宅に対する

社会的ニーズの変化に伴い、全国的に空き家等が増加しています。平成 30年住宅・土地統計調

査（総務省統計局）によると、全国の空き家率（全住宅戸数に占める空き家の割合）は、13.6％で、

ほぼ７戸のうち１戸が空き家という状態となり過去最高の結果となっています。空き家等が適正に管

理されないまま放置されると、防災、防犯、衛生、景観等、地域の生活環境に様々な問題が生じる

だけでなく、まちなみやコミュニティの維持等に悪影響を及ぼすこととなり、地域のまちづくりを進める

うえで大きな支障となります。 

そのため国では、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、生活環境の保全を図り、

空き家等の活用を促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「特措法」とい

う。）」を制定、公布（平成 26年 11月 27日）されました。同法においては、空き家等の所有者又

は管理者が、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空き家等の適切な管理に努めるものと規

定し、第一義的な責務を有することを前提としつつ、空き家等に関する事務については、住民に最

も身近であり個別の空き家等の状況の把握が可能な市町村の責務とし、空き家等対策計画の作

成及びこれに基づく対策の実施等の措置を適切に講ずるよう努めるものとするとされています。 

さらに、国は「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（以下

「基本指針」という。）」において、市町村は各地域内の空き家等に対する行政としての基本姿勢を

住民に対して示し、空き家等及びその跡地の活用方策についても併せて検討することとしていま

す。 

このような背景を踏まえ、今般本町においては、「平群町空家等対策計画」を策定し、空き家等

に対する除却等への対応、空き家等の利活用に対する支援方法の検討、将来空き家等となり得る

住宅に対しての予防・抑制措置などの取組方針を定め、空き家等対策を総合的かつ計画的に推

進してまいります。 

 

1-2 対象地区・種類 

⑴  対象地区 

町内全域に空き家等がみられ、様々な問題が生じていることから、本計画の対象地区は、平群

町全域とします。 

 

⑵  計画の対象とする空き家等の種類 

本計画の対象とする空き家等は、特措法第２条第１項に規定されている「空き家等」（※１） 及

び特措法第２条第２項に規定されている「特定空家等」（※２）（以下「特定空家等」という。）としま

す。 本町の建築物の用途や現状に鑑み、今後問題になるであろう一戸建ての住宅も空き家を計

画対象とします。しかしながら、業務用施設等についても、空き建築物となり、地域に影響のあるよう

な場合は、計画に基づき、町として関わっていくことも考えられます。また、本計画においては、町が

所有し又は管理する休止施設等についても対象とし、人口減少等に伴い廃止される施設等につい

て、本計画の趣旨に基づき建築物の適正管理及び有効活用に努め、使用する見込みのない老朽

化した建築物の除却を進めます。 
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※１ 特措法第２条（定義）第１項 

空家等建築物（※３）又はこれに附属する工作物（※４）であって居住その他の使用がなされていないことが常態（※５）であるも

の及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。） をいう。 

※２ 特措法第２条（定義）第２項 特定空家等 

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

※３ 建築物 

建築基準法（昭和２５年制定）第２条第１号の建築物と同義であり、土地に定着する工作物のうち、屋根又は柱若しくは壁を有

するもの（これに類する構造のものを含む。）、これに附属する工作物（※４）門若しくは塀等をいう。 

※４ これに附属する工作物 ネオン看板等、門又は塀以外の建築物に附属する工作物をいう。  

※５ 居住その他の使用がなされていないことが常態人の日常生活が営まれていない、営業が行われていない等、概ね年間を通

して建築物等の使用実績がないことが１つの基準となる。 

 

1-3 計画の期間 

 

令和７年度から令和１７年度の１０年間とします。なお、本計画に基づく対策の進捗状況や効果

の程度、社会・経済状況の変化や国・県の動向、町の上位計画等を踏まえ、必要に応じて適宜見

直しを行います。  

 

1-4 空き家等に関する対策の基本的な方針 

 

空き家等は、所有者等により適切に管理する義務があります。同時に、空き家等を有効活用する

ことで、まちづくりの財産にもなり得ます。行政には空き家等の適切な管理の促進、利活用に関する

情報発信、空き家等の所有者等への支援、特定空家等及び特措法第 13条の規定による管理不

全空家等（以下「管理不全空家等」※6）への措置が求められています。 また、行政だけでは空き

家等に対応するのは困難な状態なため、地域住民・住民組織や専門 家、関係団体と連携しなが

ら空き家等対策に取り組んでいく必要があります。 

 

※6 「管理不全空家等」／特措法（抄） 

第 13条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなる

おそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対

し、基本指針（第 6条第 2項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当するこ

ととなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。 

 

【空き家対策計画の基本方針】 

これまで本町で取り組んできた空き家等対策の基盤をもとに、新たに目標を設定することにより計

画の進捗管理を行うとともに、所有者等が抱える課題等に対応するため、新たな施策の展開及び

既存制度の更なる活用等を図ります。 

空き家等となる見込みのある住宅への周知啓発等による空き家等の発生予防に関する取組の

強化や、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、高まりつつある地方移住のニーズに対応す

るための利活用可能な空き家等の情報提供など、利活用に関する対策を推進します。 

さらには今後も増加が想定される管理不全空家等及び特定空家等への対策として、所有者等
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への適正管理に関する啓発等の強化を図ります。 

また、町の人口は、すでに減少傾向にあり、将来的にもさらなる減少することが想定されるととも

に、急速な高齢化の進行により人口構造が大きく変化していくことが見込まれます。そのため、個別

の空き家等がもたらす問題の解決だけでなく、社会の動向を踏まえ、平群町全体の住環境を見据

えた効果的な空き家等対策を進めてまいります。 

空き家等の所有者等及び町民に、空き家等になる前から空き家等の問題について、理解をして

いただき、空き家等になった場合には適切な維持管理について、町から情報発信・啓発等に取り組

みます。 

 

第２章 空き家等の現状・問題点 

 

2-1 町の状況 

⑴  国立社会保障・人口問題研究所の人口推計（以下、「社人研推計」という。）の概要 

社人研推計（国勢調査ベース）による人口の推移をみると、2045 年（令和 27 年）には 総人

口 11,287人、高齢化率 50.4％と推計されています。  

また、0歳～14歳の子どもの数は 2015年（平成 27年）の 2,068人から 2045年（令和 27

年）には 933人に減少すると見込まれています。 なお、社人研の推計においては子ども女性比を

1.65～1.73 と仮定するとともに、純移動率については、2010（平成 22）年～2015（平成 27）年の

移動傾向が継続すると仮定して推計しています。 

「人口減少段階」は、一般的に「第 1段階：老年人口の増加（総人口の減少）」、「第 2段階： 

老年人口の維持・微減」、「第 3段階：老年人口の減少」の３つの段階を経て進行するとされていま

す。平群町の場合、2020 年（令和 2年）頃までが「第 1段階」、2025年（令和 7年）頃までが

「第 2段階」に相当し、その後「第 3段階」に移行すると見込まれます。 

 
                         （上段：人口、下段：割合） 
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⑵  現状推移型の人口推計 

社人研推計と別に、現状のまま推移するとどうなるのかを分析するため、合計特殊出生率を現

状値1.15 と同水準で推移すると仮定するとともに、移動率は2010 年（平成22年）から2015年

（平成27年）にかけての移動率と同水準で推移すると仮定して人口推計します。 

その結果は下のグラフのとおりで、総人口は2040 年（令和22年）には12,545人、2060年（令和

42年）には7,814人にまで減少し、高齢化率は2045年（令和27年）には50%を超えると見込まれま

す。 

 

 
 

⑶  生産年齢人口の減少と環境の荒廃 

 

生産年齢人口は2020年（令和2年）時点で9,200人ですが、2040年（令和22年）には現状推移

型の推計で5,523人（2020年比▲40.0％）、2060年（令和42年）には3,139人（2020年比▲

65.9％）と見込まれます。 

これに伴って就業人口が減少し、地域内の生産力・税収の低下が懸念されます。 

実績値 推計値 
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農家数・農業就業者数も減少し、農地における遊休地の増加、さらには農地及び周辺環境の荒

廃が進み、水源涵養等の農地による防災機能の低下が危惧されます。 

人口の減少に伴い、さらに空き家の発生が増加し、生活環境の悪化や防災・防犯上のリスク増

大を招くと考えられます。また、ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者にとっても住みにくい環境になるこ

とが懸念されます。 

 

2-2 空き家等の調査 

 

町職員が水道の使用状況を基に町内を歩いて回り、地域の方

からの情報もいただきながら空き家の把握に努めています。な

お、調査の対象となる空き家は、一戸建ての住宅としています。

賃貸住宅（共同住宅、長屋住宅等）、業務用施設（店舗・事業

所・工場・農業用建築物等）は含んでいません。 

 その結果、町内の一戸建て住宅の空き家は、令和 4年 8月末

現在で、町内 8,157世帯（住民基本台帳（令和 4年 4月現

在））中、310戸が空き家であると把握しています。ただし、空き

家は、時間とともに変化するものであり、この数字をもって確定と

いうことでなく、引き続き実態の把握に努めていきたいと考えてい

ます。 

 

2-3 空き家等の課題 

 

空き家軒数は少しずつ増加しており、解体や入居により空き家でなくなった解消軒数を上回る数

の新たな空き家が発生しています。現在は「危険でない」空き家であっても、経年により老朽化して

いくため、このまま放置すると将来的に「危険」空き家になる可能性があります。 

空き家が発生し、適正な管理が行われずに放置されると、様々な悪影響や問題が発生します。 

具体的には、空き家の増加に伴い、不審者の侵入や犯罪の誘発、空き家の老朽化等により近隣住

民へ悪影響を及ぼすなどの防犯・防災上の不安、衛生や景観の悪化によるまちの魅力の低下、地

域の人口・世帯数が減少し、自治会の規模も縮小するなど自治能力・活力の低下が懸念されま

す。 また、老朽化した空き家が増えることで、新規に転入する意欲がそがれ、地域の過疎化・空洞

化が進む悪循環が起こることも懸念され、不動産価値が低下することで税収の減少につながること

が想定されます。 

このように、空き家の増加は、地域全体へ様々な悪影響をもたらすことから、空き家は個人だけ

の問題でなく、地域あるいは町全体の問題として考えていく必要があります。 

問題のある空き家の撤去が進まない原因の 1つに、除却作業に係る重い費用負担（一般的な 

２階建て住宅の場合、1件当たり 100～200万円）があるとされます。危険が迫る場合には、町自

ら代執行により除却を検討することも想定しておくことが必要だと考えます。 

しかしながら、地域の安全確保等が目的であるとしても、公費支出による除却については、行政

の公平性を損なうことや、いずれは町が対応してくれるという所有者のモラルハザードを招くおそれ

があるといった問題点は常に残ります。 

このような状況について、周辺環境に利益が及ぶ場合に限って公費支出を認めるべきであると

か、私有財産の形成に寄与する点と公共の福祉の増進に寄与する点を比較衡量することが欠か

せないなどの議論があります。また、空き家の中には相続登記がなされていないものもあり、所有者

不明となっているケースがあります。所有者不明の空き家を略式代執行した場合は、費用の回収
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が困難になる可能性が高いと考えられます。こうした課題に対しては、今後の課題として具体的な

取り組みの中で、議論し判断していきたいと考えます。 

 

 

第３章 空き家等に関する対策 

 

3-1 空き家の適正管理の必要性 

 

空き家等を適切に管理することは空き家等の所有者等の責務として、特措法に定められていま

す。管理を怠ると、空き家等が通行人等に危害を及ぼす可能性があります。その場合、損害賠償

等が発生する可能性がありますので、定期的に管理を行い、しっかりと空き家等の状態を把握し、

近隣に迷惑を掛けないように心がける必要があります。そのためにも、近隣の人と連絡が取れるよう

な関係を築くことが大切です。空き家等の状態を報告してもらい、いち早く対処できるように備えるこ

とが重要です。 定期的な、民間事業者による空き家等の管理サービスの活用も選択肢の一つで

す。 

 

空き家の管理は所有者等の責任で行うことを基本となるため、町を中心に、自治会や不動産団

体等の多様な主体と連携・協力し、空き家の早期の把握、早期の対策に取り組んできました。 

本町では、自治会との協働により、空き家実態調査を行うことで、できるだけ早期に新たな空き家

を把握してまいりました。それにより、空き家所有者に毎年２回程、空き家の適正管理のお願いのほ

か、各種相談や利活用の案内などの通知を行う事が可能となり、繰り返し所有者等の意識啓発に

努めることで、空き家の解消に繋がっていると考えています。  
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具体的な取り組み 

● 空き家管理チラシによる周知 
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3-2住宅所有者等への意識啓発 

 

① 広報・ホームページ及び固定資産税の納税通知書にチラシ同封等による情報提供 

 

空き家等の発生を予防するには所有者等が相続や転居によって空き家等となる前に、空き家等

が周囲や地域に悪影響を及ぼしかねないとの認識を持ってもらい、日頃から空き家等の適正な管

理の必要性について、広報・ホームページ及び固定資産税の納税通知書にチラシ同封等を通じて

情報提供を行います。 

 

具体的な取り組み 

● 空き家管理及び相談チラシによる周知 

● 国による相続登記の義務化や、推進にむけた情報提供 

 

② 相談会等を通じた情報提供 

 

空き家等に関する問題は法律や不動産等、専門的な内容も多く含まれるため、町内で開催され

る空き家セミナー及び空き家相談会等について情報提供を行います。  

 

具体的な取り組み 

● 広報「MY TOWN平群」や町ホームページ等による啓発・情報提供  

● 空き家相談（空き家バンク登録）及び管理チラシ等の作成と配布による啓発・情報提供  

● 町イベントや地域の集会等での啓発・情報提供 

● 関係団体等と連携した空き家セミナー及び空き家相談会の開催 

● 地域による空き家等の見守り及び管理にむけた取り組み 

 （所有者等への働きかけ、地域住民による見守りや状態確認、町への情報提供等） 

 

3-3 住宅等の良質化や安全性の向上 

 

① 耐震診断、耐震改修工事の支援 

 

空き家等は新耐震基準以前に建てられ老朽化が進んでいるものも多く、地震に伴う倒壊により道

路を塞いでしまう等、避難等の妨げになる恐れがあります。このような被害を減らすためには建築物

の耐震性を高めることが重要であり、本町では国の補助制度を活用した耐震診断や耐震改修工事

に関する取り組みを進めます。 

 

② 空き家等のリフォームの推進 

 

空き家等の中には、設備や構造の老朽化、生活様式の変化に対応できない等により、高齢者や

子育て世代にとって住みにくい空き家等もあります。質の高い住宅の形成や高齢者、子育て世代も

過ごしやすい住環境の整備を図るため、空き家等の長寿命化や複数世帯が同居できるよう空き家

等のリフォームに対する国の補助等の周知を図ります。  
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③ 危険な空き家等に対する除却等の取り組み 

 

所有者等が不明のために放置されている空き家等や、所

有者等により管理がされていない空き家等により、周辺地

域の安全に影響を与える危険な空き家等については、

個々の状況を確認のうえ、特措法に規定する除却等を

含む適正な対処に努めます。 

また、これらの除却については、自ら除却する所有者

等との公平性の確保や行政が対応してくれることを前提

とした自らの管理責任の放棄（モラルハザード）等の課題

もあることから、緊急性や公益性等を十分考慮した上で、支援等を含む対応を検討します。 

 

具体的な取り組み 

● 耐震診断、耐震改修工事、住宅診断等に関する補助制度の周知 

● 空き家等の利活用にむけたリフォームに関する補助制度の周知 （子育て家族や高齢者家族

等の専用住居等） 

● 空き家等の除却に対する補助制度の周知 

 

3-4 空き家等に係る相談及び支援 

 

現在、空き家等に関する相談等の窓口は、「都市建設課」が総合窓口となっています。今後も、

空き家等に係る相談等の窓口は、住民にわかりやすく相談しやすい対応に努めます。また、相続や

転居等により空き家等を所有することになった空き家等の所有者の相談をはじめ、空き家となること

が想定される場合についても、賃貸・売買・解体等に関する専門的な相談に対応できるように、不

動産や建築、法務等の関連団体や専門家と連携し、空き家等の所有者が空き家等の方向性の検

討ができるよう、さらに迅速な判断等が決定できるよう、充実した相談体制の構築を目指します。 

 

具体的な取り組み 

● 総合窓口の設置「都市建設課」 

● 空き家等に関する相談会の開催 

 

3-5 空き家の利活用 

 

中古住宅や空き家、空き建築物、町の公共施設等

の除却後の跡地の流通にむけた施策を進めるととも

に、空き家等及び跡地を地域住民や関係団体等の

活動場所として、また、地域の活性化に資する事業

の拠点等として、あわせて移住・定住の促進にも有

効に利活用できるよう検討する必要があります。 

 

(1) 空き家等及び跡地の利活用にむけた取り組み 

 

空き家等の利活用や流通の促進を図るため空き家等の活用支援に関する費用の補助等につい
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ては、国の補助制度等を活用した支援について検討します。空き家等及び跡地は、住宅や住宅用

地として利用するだけではなく、公共公益的に活用する地域資源等として、活用方法に関する検討

及び情報提供の取り組みを行います。 

町内の既存の住宅地では、都市計画において、多くの地域が第一種低層住居専用地域に指定

されていることから、単独の店舗や飲食店等に用途を変更したり、建築することができない地域とな

っています。今後は、住民ニーズを把握しながら、建築基準法第 48条の例外許可制度の柔軟な

運用を県に要望したり、町において、都市計画制度の用途規制や地区計画の柔軟な運用も合わせ

て検討しながら、現在の良好な住環境が壊れないような用途規制の在り方を検討していきます。 

 

(2) 市街化調整区域における空き家等の利活用にむけた制度活用の検討 

 

市街化調整区域内においても、空き家等は発生しています。 

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域に位置付けられており、新たな利活用には、都市計

画法に基づく制限があります。 

具体的の空き家や空き建築物を活用するため（用途の変更等を伴う場合等）には都市計画法に

基づく手続が必要となります。制度や手続きが複雑で、空き家所有者には難しいことも多く、空き家

等の利活用を鈍化させる一因となっていることから、市街化調整区域で立地可能な建物の用途や

制度については、許認可権をもつ県に相談するとともに、住民等が行う法手続きを支援します。 

一定のまとまった地域が必要ですが、市街化調整区域内における地区計画制度の活用ができ

ないか否かの検討も必要です。 

 

具体的な取り組み 

● 公共的な利活用が可能な空き家等及び跡地の情報収集 

● 国の補助制度を活用した利活用 

● 古民家空き家や農地付き空き家の利活用について住民からの相談を受ける窓口の開設 

 

(3) 町の公共施設（建築物）の活用 

 

町も公共建築物の活用については、原則として、「平群町公共施設総合管理計画」（2023（令和

5）年 3月改訂）によりますが、空き建築物については、用途転換による活用や除却後の跡地活用

等、地域住民の皆様への説明や議論などを通じて、利活用について検討を進めていきます。また、

民間事業者による活用も想定されることから、民間の考えや運営ノウハウ等の提案もいただきなが

ら、町にとって地域活性化のための利用に資する事業等であれば、積極的に活用する方向で取り

組んでいきます。 

 

3-6 「空き家バンク」の活用・支援 

 

空き家等の売却・貸出の希望者から相談を受けた情報について、空き家等を利用したい人に紹

介しマッチングする仕組みとして「空き家バンク」があります。本町でも社会情勢の変化に伴い今

後、空き家等がさらに発生すると見込まれるため、「空き家バンク」の活用が効果的であると考え、

「空き家バンク」の取り組みを行っています。 
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具体的な取り組み 

● 「空き家バンク」の活用促進（空き家バンクの周知） 

● 「空き家バンク」以外の民間事業者による空家関係制度の情報提供 
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【空き家バンク制度利用の流れ等】 

１．空き家を売却・賃貸を希望する所有者等からの情報提供、バンク登録申請 

２．現地確認、内容審査の上、適当であると認める場合、空き家バンクへの登録 

３．空き家情報の提供（ホームページ、窓口閲覧等） 

４．空き家を購入・賃借を希望される方の利用者登録申請、審査、登録 

５．利用者からの情報提供依頼 

６．空き家所有者と空き家利用者双方の希望のマッチング、双方へ情報提供 

（注）平群町では、空き家等の情報提供、紹介や連絡調整は行いますが、「所有者等」と「利用者希望者」間で行う交渉・契約等の

仲介行為は行いません。交渉・契約等に関するトラブル等については、当事者間で責任を持って対応してください。 
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【「マイホーム借上げ制度」とは】 

空き家となっているマイホームをＪＴＩ（一般社団法人移住・住みかえ支援機構）が、所有

者が 50歳以上のマイホームを最長で終身にわたって借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証

するもの。これにより自宅を売却することなく住みかえや老

後の資金として活用することができます。また、家を借りた

い方には、敷金、礼金がないなど、優良な住宅をリーズナ

ブルな家賃で提供します。 

ライフスタイルに合わなくなったシニアの家を、有効に活用

することで、家を貸したい方と借りたい方の双方にメリットの

生まれる制度です。契約中は、空室中でも賃料をお支

払いするので、安定した収入に。国の基金が設定され

た、安心・安全の制度です。 

※奈良県では、協働連携の協定により、通常 50歳以上の年齢制限の条

件を撤廃。50歳未満の方でも、JTIの「マイホーム借り上げ制度」が活用出

来るようになりました。 

3-7 空き家等の状況把握 

 

①  空き家等の所有者等からの通知及び地域からの情報提供 

 

空き家等が発生する場合には、空き家等の所有者等自ら本町の総合窓口に連絡するよう周知

徹 底を図るほか、地元自治会や近隣住民からの連絡により空き家等の発生を把握します。 ま

た、所有者等には、維持管理の方法や「空き家バンク」制度の活用等について情報提供し、空き家

等の適正管理を促進します。 

 

具体的な取り組み 

● 所有者等の責任による改善・解決にむけたていねいな働きかけ 

● 「管理不全空家等」及び「特定空家等」の判断基準 

 （「奈良県内における管理不全空家等及び特定空家等の判断基準指針（評価指標等）」（令和

6年 12月県作成を参照） 

● 特措法以外での対応 

 

② 空き家等外観調査及び所有者等への意向調査 

 

令和４年度に空き家等の実態把握のため「空き家等外観調査」を実施しました。 

外観調査結果に基づき、所有者等に対して「空き家利活用意向調査」も実施しました。引き続

き、空き家等の実態把握にむけて地元自治会等などに協力を得て、周辺地域における空き家等に

ついての情報の提供を依頼します。 新たな空き家等の所有者等も含めて、「空き家等利活用意向

調査」の実施についても検討します。 

 

具体的な取り組み 

● 地元自治会の協力による空き家調査の実施 

● 本計画見直し時期前の「空き家等外観調査」及び「空き家等利活用意向調査」の実施 

● 意向調査結果の分析（今後の取り組みの確認） 
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③  空き家等情報のデータ化 

 

空き家等の対策を円滑に実施できるよう情報を一元的に管理するため、空き家等の所有者等、 

所在地、建物の概要、対応状況等をデータとして整備し、随時、更新を行います。 

 

 

第 4章 特定空家等に対する措置 

 

特定空家等と認定される前段階での措置 

 

空き家の所有者が遠方に居住、または相続により取得した等の事情により、空き家の状態を把握

していない、または自らが当該空き家の所有者であることを認識していない可能性も考えられます。

したがって、適切な管理が行われていない空き家について、まずは所有者等に連絡を取り、当該空

き家の現状を伝えるとともに、今後の改善方策のほか、処分や活用等についての意向など、所有者

の主張を含めた事情の把握に努めることが重要です。この段階で、空き家の状態について所有者

が改善の意思を示し、ただちに実施すると見込まれるのであれば、特定空家等の認定に至らずに問

題の解決を図ることができます。 

町長は、法の規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空き家等と

認められる場所に立ち入って調査をさせることができます。この立入調査は、外観目視による調査

では足りず、敷地内に立ち入って、建築物に触れるなどして詳しい状況を調査し、必要に応じて内

部に立ち入って柱や梁等の状況を確認する必要がある場合に実施するものです。なお、立入調査

は、必要最小限度の範囲で行うべきものとされています。 

 

4-1 特定空家等の判断する際の基本的な考え方 

 

町長は、特定空家等に該当する建築物等の状態や特定空家等が地域住民の生活環境に及ぼ

している影響の程度等の観点から、「特定空家等」に該当するか否かの判断をする必要がありま

す。 

「特定空家等」に該当するとされた場合、所有者は税制上の優遇措置等を受けることができなく

なることから、定量的・機械的な基準をもって判断するのではないと考えています。 

 

特定空家等は、空き家等のうち、特措法第２条第２項において、以下の状態にあると認められる

空き家等と定義されています。また、管理不全空家等は、同法第 13条第１項において、適切な管

理が行われていないことによりそのまま放置すれば、特定空家等に該当することとなるおそれのある

状態にあると認められる空き家等と定義されています。 

 (ｲ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

 (ﾛ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

 (ﾊ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

 (ﾆ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（平成 27年２月

26 日付け総務省・国土交通省告示第１号）では、「市町村は、空家等対策計画の作成及び変更

並びに実施に関する協議を行うための協議会を組織することができ」とあり、さらに、「その構成員と

しては「市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、
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法務、 不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者を

もって構成する。」ものとされている（法第８条第２項）。」とあります。 

つまり「特定空家等」に該当すると町が判断することは、行政処分に当たるだけでなく、空き家の

所有者は特措法に基づいて義務を負うこととなります。判断は、行政内部の判断だけでなく、様々

な専門家等のご意見を伺うとともに、慎重に判断する必要があります。 

 

特定空家等に該当する状態のうち(ｲ)又は(ﾛ)については、生命や身体への被害という重大な悪

影響の可能性があることから、現に著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態の空き家等のみ

ならず、将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になることが予見される空家等も含め

て対象と判断できる可能性が高く、そのような空き家が発生し、所有者または管理者が行政指導に

も応じず、地域に対する著しい外部不経済性が今後大きくなると判断される際には、特措法第８条

に基づく「協議会」を設置します。その「協議会」では、弁護士、司法書士、行政書 士、宅地建物取

引士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、社会福祉士等の資格を有して地域の福祉に携

わる者、郷土史研究家、大学教授・教員等、自治会役員、民生委員、警察職員、消防職員、法務

局職員、道路管理者等公物管理者、空家等管理活用支援法人をはじめとする地域の空き家等対

策に取り組む特定非営利活動法人等の団体などの学識経験者等により構成され、「特定空家等」

に該当するか否かについては、広く意見を聞きながら慎重に判断するものとします。 

 

空き家等を管理不全空家等又は特定空家等として判断した後、速やかに所有者または管理者

に対して、その旨を通知することとし、特措法に基づき、これらの空家等に対する措置を講ずるに当

たっては、当該空家等の状態及び当該空家等が周辺の生活環境に及ぼし得る又は及ぼす影響の

程度に応じて適切に対応を進めてまいります。 

なお、基本指針一３（１）のとおり、法第２条第１項の「建築物」とは、建築基準法 （昭和 25年法

律第 201 号）第２条第１号の「建築物」と同義であるが、外見上はいわゆる長屋等であっても、隣

接する住戸との界壁が二重となっているなど、それぞれの住戸が別個の建築物である場合には、同

項のいう建築物に該当します。 

但し、長屋建住宅等について、同建築物の構造を外観目視により把握することが困難であること

から、特定空家等と判断する場合には、土地の権利関係や建築物の構造、建築物の所有関係な

ど総合的に勘案し、個別に判断することとします。 

 

 

4-2 特定空家等に対して必要な措置を講ずる場合の基本的な考え方 

 

⑴  指導・助言 

特措法第 12条の任意の助言を受けても状況の改善が見られない場合、前述の協議会委員の

意見を参考に町長が「特定空家等」と認定すると、町長はその所有者に対し、除却、修繕、立木竹

の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、「助言」または「指導」

することができます。「助言」または「指導」は、1回のみならず、複数回行うとともに、文書による通

知だけでなく、所有者等に直接面談するなど、自らの改善を促すよう対応を行います。 

当該特定空家等の状態が改善されないと認められるときは、町長は「勧告」を行う可能性がある

こと、勧告を受けた場合は、地方税法の規定に基づき、当該特定空家等に係る敷地について固定

資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることとなることについても、所有者に対してあらかじ

め示し、所有者自らの改善を促すよう努めるべきとされています。 
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 (2) 勧告等 

 

撤去・修繕など指導を受けながら改善されない場合、「勧告」を出します。所有者らが、勧告を受

けると、固定資産税の住宅用地特例から除外されます。固定資産税の住宅用地特例とは、家屋が

あれば土地の固定資産税を更地の場合よりも最大 6分の 1に軽減される措置です。勧告を受ける

と住宅用地特例の対象外となります。 

実際の運用では、特定空家の認定を受けた後、固定資産税の賦課基準日である 1月 1日に

至ると、次年度の固定資産税から住宅用地特例が除外されます。なお、所有者に対し改善に要す

る「相当の期間」を設ける必要があることから、賦課基準日前の 2～3 ヶ月の期間に勧告を出すこ

とは避ける点に留意します。 

 

(3) 命令 

 

勧告を受けても改善されない場合、命令が出されます。命令に従わなければ、50万円以下の

過料を科せられます。命令が出された特定空家等には、標識が設置されるとともに、その旨の内容

が公示されます。（特措法第 14条 11項） なお、命令の措置は「不利益処分」の扱いとなり、相手

方(所有者)に聴聞と弁明の機会の付与する必要があります。 

⑷ 行政代執行 

 

命令を無視して適切な空家管理をしない悪質なケースでは、町による「行政代執行」による解体

が行われる可能性があります。行政代執行とは、義務者（空家所有者）に代わり、行政がその義務

（建物解体等）を行い、その費用を義務者に請求するというものです。 

行政代執行法では、代執行に次の 3つの要件を定めています。 

 ◉ 義務者が義務を履行しない。 

 ◉他の手段で義務の履行を確保することが困難 

 ◉不履行を放置することが著しく公益に反する。

 



- 17 - 

 

【資料編】 

 

１ 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号） 

施行日： 令和 5 年 12 月 13 日（令和 5 年法律第 50 号による改正） 

 

第 1 章 総則 

（目的） 

第 1 条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深

刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保

全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、

市町村（特別区を含む。第 10 条第 2 項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に

関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推

進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第 2 条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなさ

れていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。第 14 条第 2 項にお

いて同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっ

ている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる

空家等をいう。 

（国の責務） 

第 3 条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他

の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の促進に関し、国民

の理解を深めるよう努めなければならない。 

（地方公共団体の責務） 

第 4 条 市町村は、第 7 条第 1 項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の

実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、第 7 条第 1 項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこ

の法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村

相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（空家等の所有者等の責務） 

第 5 条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよ

う、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力する

よう努めなければならない。 

（基本指針） 

第 6 条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な

指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 
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四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の

長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

（空家等対策計画） 

第 7 条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即し

て、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関す

る基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第 22 条第 1 項の規定による助言若しくは指導、同条第 2 項の規定による勧告、

同条第 3 項の規定による命令又は同条第 9 項から第 11 項までの規定による代執行をいう。以下同じ。）その

他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数及びその分布

の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために当該

区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域（以下「空家等活用促進区域」とい

う。）並びに当該空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針（以

下「空家等活用促進指針」という。）に関する事項を定めることができる。 

一 中心市街地の活性化に関する法律（平成 10 年法律第 92 号）第 2 条に規定する中心市街地 

二 地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）第 5 条第 4 項第八号に規定する地域再生拠点 

三 地域再生法第 5 条第 4 項第 11 号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20 年法律第 40 号）第 2 条第 2 項に規定す

る重点区域 

五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域として国

土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空家等の種類及び

当該空家等について誘導すべき用途（第 16 条第 1 項及び第 18 条において「誘導用途」という。）に関する事

項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用を通じた経済

的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用促進区域内の空

家等に該当する建築物（建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 2 条第一号に規定する建築物をいう。以下

この項及び第 9 項において同じ。）又は空家等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第十項において同

じ。）について第 17 条第 1 項の規定により読み替えて適用する同法第 43 条第 2 項（第一号に係る部分に限
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る。次項において同じ。）の規定又は第 17 条第 2 項の規定により読み替えて適用する同法第 48 条第 1 項か

ら第 13 項まで（これらの規定を同法第 87 条第 2 項又は第 3 項において準用する場合を含む。第九項におい

て同じ。）の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第 17 条第 1 項の規定により読み替えて適用する建築基準法第 43 条第 2 項の規定の適用を受ける

ための要件（第 9 項及び第 17 条第 1 項において「敷地特例適用要件」という。）は、特例適用建築物（その敷

地が幅員１.８メートル以上 4 メートル未満の道（同法第 43 条第 1 項に規定する道路に該当するものを除く。）

に 2 メートル以上接するものに限る。）について、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促進

区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものとして国土交通省令で

定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第 3 項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域内の住民の意見を

反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第 1 項の指定都市及び同法第 252 条の 22 第

1 項の中核市を除く。）は、第 3 項に規定する事項を定める場合において、市街化調整区域（都市計画法（昭

和 43 年法律第 100 号）第 7 条第 1 項に規定する市街化調整区域をいう。第 18 条第 1 項において同じ。）の

区域を含む空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及び空家等

活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしなければならない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第 17 条第 2 項の規定に

より読み替えて適用する建築基準法第 48 条第 1 項から第 13 項までの規定のただし書の規定の適用を受け

るための要件（以下「用途特例適用要件」という。）に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項につ

いて、当該空家等活用促進区域内の建築物について建築基準法第 43 条第 2 項第一号の規定による認定又

は同法第 48 条第 1 項から第 13 項まで（これらの規定を同法第 87 条第 2 項又は第 3 項において準用する場

合を含む。第 17 条第 2 項において同じ。）の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁

（同法第 2 条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下この項及び次項において同じ。）と協議をしなけ

ればならない。この場合において、用途特例適用要件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得

なければならない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、特例適用建築物

を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進

のためにやむを得ないものであると認めるときは、同項の同意をすることができる。 

１１ 空家等対策計画（第 3 項に規定する事項が定められたものに限る。第 16 条第 1 項及び第 18 条第 1 項に

おいて同じ。）は、都市計画法第 6 条の 2 の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び同法第 18 条の

2 の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技術的な助言そ

の他必要な援助を求めることができる。 

１４ 第 7 項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

（協議会） 

第 8 条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以下この条

において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不

動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
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第 2 章 空家等の調査 

（立入調査等） 

第 9 条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための

調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第 22 条第 1 項から第 3 項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対

し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる

場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようと

するときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所

有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第 2 項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第 2 項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第 10 条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名そ

の他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、その保

有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の存す

る区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報であって、

特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められた

ときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体

の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報

の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第 11 条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有

し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。）を除

く。以下この条、次条及び第十五条において同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確

な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

第 3 章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第 12 条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助

言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第 13 条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該

当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等（以下「管理不

全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指針（第 6 条第 2 項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に

即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指

導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そ

のまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対

し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するた

めに必要な具体的な措置について勧告することができる。 
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（空家等の管理に関する民法の特例） 

第 14 条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対

し、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 25 条第 1 項の規定による命令又は同法第 952 条第 1 項の規定による

相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁

判所に対し、民法第 264 条の 8 第 1 項の規定による命令の請求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるとき

は、地方裁判所に対し、民法第 264 条の 9 第 1 項又は第 264 条の 14 第 1 項の規定による命令の請求をす

ることができる。 

第 4 章 空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第 15 条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸

するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策

を講ずるよう努めるものとする。 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第 16 条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、空家等活用促進区域内

の空家等（第 7 条第 4 項第二号に規定する空家等の種類に該当するものに限る。以下この条において同

じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるとき

は、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供す

るために必要な措置を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、その要請

を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。 

（建築基準法の特例） 

第 17 条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第 7 条第 12 項（同

条第 14 項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第 6

項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第 43 条第 2 項第一号の規定の適用については、同号中

「、利用者」とあるのは「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の推進に関

する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）第 7 条第 12 項（同条第 14 項において準用する場合を含む。）の

規定により公表された同条第 1 項に規定する空家等対策計画に定められた同条第 6 項に規定する敷地特例

適用要件に適合する同項に規定する特例適用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第 7 条第 12 項（同条第 14

項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第 5 項に規定

する特例適用建築物に対する建築基準法第 48 条第 1 項から第 13 項までの規定の適用については、同条第

1 項から第 11 項まで及び第 13 項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」

と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第 1 項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは

「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）第 7 条第 12 項（同条第 14 項において

準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第 1 項に規定する空家等対策計画に定められた同条第

9 項に規定する用途特例適用要件（以下この条において「特例適用要件」という。）に適合すると認めて許可し

た場合その他公益上やむを得ない」と、同条第 2 項から第 11 項まで及び第 13 項の規定のただし書の規定中

「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得な

い」と、同条第 12 項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合すると認め

て許可した場合その他」とする。 
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（空家等の活用の促進についての配慮） 

第 18 条 都道府県知事は、第 7 条第 12 項（同条第 14 項において準用する場合を含む。）の規定により公表さ

れた空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化調整区域に該当する区域に限る。）内の空

家等に該当する建築物（都市計画法第 4 条第 10 項に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。）に

ついて、当該建築物を誘導用途に供するため同法第 42 条第 1 項ただし書又は第 43 条第 1 項の許可（いず

れも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。）を求められたときは、第 7 条第 8 項の協議の結果を踏ま

え、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家等対策計画に記

載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途に供するため農地法（昭和 27 年

法律第 229 号）その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促

進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第 19 条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和 40 年法律第 124 号）第 21 条に規定する業務のほ

か、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等の活用のために行う改

修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給公社法第 49

条の規定の適用については、同条第三号中「第 21 条に規定する業務」とあるのは、「第 21 条に規定する業務

及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）第 19 条第 1 項に規定する業務」と

する。 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第 20 条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成 15 年法律第 100 号）第 11 条

第 1 項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進区域内における空家

等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及

び技術の提供の業務を行うことができる。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第 21 条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成 17 年法律第 82 号）

第 13 条第 1 項に規定する業務のほか、市町村又は第 23 条第 1 項に規定する空家等管理活用支援法人か

らの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他

の援助を行うことができる。 

第 5 章 特定空家等に対する措置 

第 22 条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その

他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそ

れのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を

除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善され

ないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の

伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場

合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置

をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、

その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、そ

の措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければな

らない。 



- 23 - 

 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書の提出

に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第 3 項の措置を命じようとする

者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第 3 項の規定によって命じようとする措

置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これ

を公告しなければならない。 

８ 第 6 項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することが

できる。 

９ 市町村長は、第 3 項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を

履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、

行政代執行法（昭和 23 年法律第 43 号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者

をしてこれをさせることができる。 

１０ 第 3 項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者

（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知することができないとき（過失がなくて第 1 項の

助言若しくは指導又は第 2 項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第 3 項に定める手続に

より命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自

ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項において「措置実施者」という。）にその措

置を行わせることができる。この場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてそ

の措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を

行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定

空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をと

る必要があると認めるときで、第 3 項から第 8 項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないと

きは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行

い、又は措置実施者に行わせることができる。 

１２ 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第 5 条及び第 6 条の規定を準用す

る。 

１３ 市町村長は、第 3 項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令

で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第 3 項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合において

は、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

１５ 第 3 項の規定による命令については、行政手続法（平成 5 年法律第 88 号）第 3 章（第 12 条及び第 14 条

を除く。）の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指

針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定

める。 

第 6 章 空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第 23 条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）第 2 条第 2 項に規定する特定非営利

活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的

とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申

請により、空家等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）として指定することができる。 
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２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営

業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじ

め、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 

（支援法人の業務） 

第 24 条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の

方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援

助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又

は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。 

（監督等） 

第 25 条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるとき

は、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法

人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第 23 条第 1 項の規定による指定を取り

消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

（情報の提供等） 

第 26 条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しく

は助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、空家等の所

有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情報」という。）の提供の求めがあったとき

は、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するも

のとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじめ、当該

所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連情報によって識別される特定の個人をい

う。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第 27 条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令・総務省

令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合にお

いては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならな

い。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は変更をするか否か

について、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、空家等対策計画の

作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 
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（市町村長への要請） 

第 28 条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があ

ると認めるときは、市町村長に対し、第 14 条各項の規定による請求をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第 14 条各項の規

定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第 1 項の規定による要請があった場合において、第 14 条各項の規定による請求をする必要が

ないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知するものとする。 

第 7 章 雑則 

第 29 条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実

施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の

必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する

対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

第 8 章 罰則 

第 30 条 第 22 条第 3 項の規定による市町村長の命令に違反した者は、50 万円以下の過料に処する。 

２ 第 9 条第 2 項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、

妨げ、若しくは忌避した者は、20 万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、

第 9 条第 2 項から第 5 項まで、第 14 条及び第 16 条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲

内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認

めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和 5 年 6 月 14 日法律第 50 号） 抄 

（施行期日） 

第 1 条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただ

し、附則第 3 条の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第 2 条 地方自治法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 42 号）附則第 2 条に規定する施行時特例市に

対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法（以下この条において「新法」という。）

第 7 条第 8 項及び第 18 条第 1 項の規定の適用については、新法第 7 条第 8 項中「及び同法」とあるのは「、

同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 42 号）附則

第 2 条に規定する施行時特例市」とする。 

２ 新法第 22 条第 10 項及び第 12 項（同条第 10 項に係る部分に限る。）の規定は、この法律の施行の日（以下

この条及び附則第 6 条において「施行日」という。）以後に新法第 22 条第 10 項後段の規定による公告を行う

場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の空家等対策の推進に関する特別措置法（次項に

おいて「旧法」という。）第 14 条第 10 項後段の規定による公告を行った場合については、なお従前の例によ

る。 

３ 新法第 22 条第 11 項及び第 12 項（同条第 11 項に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に同条第 2 項

の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に旧法第 14 条第 2 項の規定による勧告を行った場

合については、なお従前の例による。 

 



- 26 - 

 

（政令への委任） 

第 3 条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）

は、政令で定める。 

（検討） 

第 4 条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状

況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとす

る。 
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２ 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 

 平成 27 年２月 26 日付け総務省・国土交通省告示第１号 

 （最終改正 令和５年 12 月 13 日付け総務省・国土交通省告示第３号） 

目次 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項  

１ 本基本指針の背景  

２ 実施体制の整備  

３ 空家等の実態把握  

４ 空家等に関するデータベースの整備等 

５ 空家等対策計画の作成  

６ 空家等及びその跡地の活用の促進 

７ 空家等の適切な管理に係る措置 

８ 特定空家等に対する措置 

９ 空家等に関する対策の実施に必要な財政上・税制上の措置 

二 空家等対策計画に関する事項 

１ 効果的な空家等対策計画の作成の推進 

２ 空家等対策計画に定める事項 

３ 空家等対策計画の公表等 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

１ 所有者等による空家等の適切な管理の必要性 

２ 空家等の適切な管理のために所有者等が留意すべき事項 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項  

１ 空家等の所有者等の意識の涵養と理解増進 

２ 空家等に対する他法令による諸規制等 

３ 空家等の増加抑制策、活用施策、除却等に対する支援施策等 

 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

１ 本基本指針の背景 

 近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化

等に伴い、居住その他の使用がなされていないことが常態である住宅その他の建築物又はこれに附属する工

作物及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）が年々増加している。このような空家等 （空家

等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第２条第１項に規定する空家等をいう。以下同

じ。）の中には、適切な管理が行われていない結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多

岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがある。 

このような状況から、市町村（特別区を含む。以下同じ。）等の地方公共団体は、適切な管理が行われてい

ない空家等に対して既存法や条例に基づき必要な 助言・指導、勧告、命令等を行い適切な管理を促すととも

に、それぞれの地域の活性化等の観点から、国の財政上の支援措置等を利用しながら空家等を地域資源とし

て活用するなど地域の実情に応じた空家等に関する施策を実施してきた。 

しかしながら、空家等がもたらす問題が多岐にわたる一方で、空家等の所有者又は管理者（以下「所有者

等」という。）の特定が困難な場合があること等解決すべき課題が多いことを踏まえると、空家等がもたらす問

題に総合的に対応するための施策の更なる充実を図ることが求められていたところである。 

以上を踏まえ、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻

な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全
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を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市

町村による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めること

により、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与す

ることを目的として、平成２６年１１月２７日に、空家等対策の推進に関する特別措置法が公布され、平成２７年

５月２６日の全面施行以降、全国の市町村において空家等対策の取組が進められてきた。 

一方、その後も、空家等の数は増加を続けており、今後、更に増加が見込まれるところである。こうした中、

周囲に悪影響を及ぼす倒壊の危険等がある空家等の除却等といった法施行後に進めてきた取組を一層円滑

化するだけでなく、周囲に悪影響を及ぼすこととなる前の段階から空家等の活用や適切な管理を確保すること

が重要となっている。さらに、増加する空家等は、地域住民の生命、身体又は財産やその生活環境への影響

にとどまらず、地域のまちづくりやコミュニティ維持など、地域における経済的社会的活動の促進を図る観点か 

らも深刻な影響を及ぼしている。空家等を地域のニーズに応じて活用することで、社会的な付加価値を創出

し、公共の福祉の増進や地域の活性化に繋げていく視点が必要となっている。 

このような問題意識から、倒壊の危険等がある空家等の除却等の促進にとどまらず、空家等の適切な管理

の確保や、その活用拡大に向けて、空家等対策の総合的な強化を図るため、令和５年６月１４日に、空家等対

策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和５年法律第５０号）が公布され、同年１２月１３日か

ら、同法による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法 （以下「法」という。）が施行されることとなっ

た。 

今後、増加する空家等がもたらす問題が一層深刻化することが懸念されることから、空家等の発生の抑制、

活用の拡大、適切な管理の確保及び除却等の促進に係る取組を強力に推進する必要がある。 

 

（１） 空家等の現状 

平成３０年に総務省が実施した住宅・土地統計調査（令和元年９月３０日公表）によると、全国の総住宅数は 

6,240 万戸となっている一方、総世帯数 は 5,400 万世帯となっており、住宅ストックが量的には充足している

ことが分かる。このうち空家※１の数は 849 万戸であり、全国の総住宅数に占める割合は 13.6％となっている。

また使用目的のない空家※２の数は 349 万戸に上っている。これが全国の総住宅数に占める割合は 5.6％で

あるが、その数は 過去 20 年間で約 1.9 倍に増加しているところである。 

一方で、平成２６年に空家等対策の推進に関する特別措置法が制定されて 以降、全国の市町村におい

て、空家等対策計画（法第７条第１項に規定する空家等対策計画をいう。以下同じ。）が作成され※３、協議会

（法第８条第１項に規定する協議会をいう。以下同じ。）が組織される※４とともに、適切な管理が行われていな

い空家等への対応として、法の規定に基づく措置のほか、条例に基づく措置や所有者等が自ら行う空家等の

除却への補助等の市町村の取組により、約 14.6 万物件（令和４年度末時点）の空家等について除却、修繕等

の対応がなされてきたところである。 

※１ 住宅・土地統計調査における「空き家」とは、「賃貸用又は売却用の住宅」、「二次的 住宅」及び「その他

の住宅」を合計したものをいう。 

※２ 「使用目的のない空家」とは、住宅・土地統計調査における「その他の住宅」に属す る空家をいい、「「賃

貸用又は売却用の住宅」又は「二次的住宅」以外の住宅で、例えば 転勤・入院などのために居住世帯が長期

にわたって不在の住宅や建て替えなどのため に取り壊すことになっている住宅など」をいう。 

※３ 令和４年度末時点で全国の市町村の 94％が既に作成済み又は作成予定あり。 

※４ 令和４年度末時点で全国の市町村の 69％が既に組織済み又は組織予定あり。  

 

（２）空家等対策の基本的な考え方 

 ①基本的な考え方 

適切な管理が行われていない空家等がもたらす問題を解消するため、法第５条では、空家等の所有者等

は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めることが規定され、また、土地基
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本法（平成元年法律第８４号）第６条において土地の所有者又は土地を使用収益する権原を有する者は、同

法第２条から第５条までに定める土地についての基本理念にのっとり、土地の利用及び管理並びに取引を行

う責務を有する旨規定されているように、第一義的には空家等の所有者等が自らの責任により的確に対応す

ることが前提である。その上で、行政による対応としては、空家等の適切な管理に係る啓発等による所有者等

の意識の涵養と理解増進を図るとともに、関係制度の周知により、特に所有者等の適切な管理に係る意識が

希薄となりやすい、所有者等が多数である場合や遠方に居住している場合、建物の相続登記が行われていな

い場合、敷地と建築物等の所有者等が異なる場合等も含めて所有者等の自主的な対応を求めることが重要

となる。 

しかしながら、空家等の所有者等が、様々な事情から自らの空家等の管理を十分に行うことができず、その

管理責任を全うしない場合等も考えられる。そのような場合においては、所有者等の第一義的な責任を前提と

しながらも、住民に最も身近な行政主体であり、個別の空家等の状況を把握することが可能な立場にある各

市町村が、地域の実情に応じて、地域活性化等の観点から空家等の活用を図る一方、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼし得る空家等については所要の措置を講ずるなど、空家等に関する対策を実施することが重要と

なる。法第５条では、空家等の所有者等には、このような行政が実施する空家等に関する施策に協力するよう

努めなければならないことを明確化している。 

 

②市町村の役割 

法第４条第１項では、市町村の責務として、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策

の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならないことが規定されている。  

市町村は、関係内部部局間の連携、必要に応じた協議会の組織、相談体制の整備等による法の実施体制

の整備に着手し、まず法第９条第１項の調査等を通じて、各市町村内における空家等の所在及び状態の実態

把握並びにその所有者等の特定を行うことが重要である。さらに、地域の実情を踏まえ、空家等対策計画の

作成を行い、各地域内の空家等に対する行政としての基本姿勢を住民に対して示しつつ、重点的に空家等の

活用の促進を図る区域として空家等活用促進区域（法第７条第３項に規定する空家等活用促進区域をいう。

以下同じ。）や、同区域における空家等活用促進指針（法第７条第３項に規定する空家等活用促進指針をい

う。以下同じ。）を定めることについても併せて検討する。 

また、管理不全空家等（法第１３条第１項に規定する管理不全空家等をいう。以下同じ。）については、法第

１３条に基づく必要な措置を、特定空家等（法第２条第２項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。）につい

ては、法第２２条に基づく必要な措置を講ずることが重要である。管理不全空家等及び特定空家等に対するこ

れらの措置を講ずるためには、空家等施策担当部局は、必要に応じて、市町村内の建築部局と連携すること

が重要であるが、市町村内に建築部局が存在しない場合であっても、協議会や、空家等管理活用支援法人

（法第２３条第１項に規定する空家等管理活用支援法人をいう。以下同じ。）その他建築等に関して専門的な

知見を有する者の知見等を活用することが考えられる。 

相続人が不存在であったり、所有者等の居所が不明である場合など、空家等の状態の改善が期待できな

い場合等には、その状態に応じて、法第１４条に基づき、相続財産の清算人等の選任を裁判所に請求すること

を検討する。 

なお、市町村は法第７条第１３項又は第１４項に基づき、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び

変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他の必要な援助を求めることができることとされてい

る。  

また、空家等対策を行う上では、地域の空家等対策に取り組む特定非営利活動法人（特定非営利活動促

進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。）等の民間団体

と連携することが有効と考えられる。法第２３条第１項に基づき、こうした民間団体の申請により、空家等管理

活用支援法人を指定することも検討する。このほか、必要に応じて、２（５）に記載するように、地方住宅供給公

社、 独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人住宅金融支援機構と連携することや、事務の委託、事務
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の代替執行等の地方公共団体間の事務の共同処理の仕組みを活用することにより、市町村の事務負担の軽

減を図りながら、効率的に空家等対策を推進する視点も重要である。 

 

③都道府県の役割 

法第４条第２項では、都道府県の責務として、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等

に関し法に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町

村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならないことが規定されている。 

具体的には、例えば都道府県内の市町村間での空家等対策の情報共有への支援、空家等対策を推進して

いる都道府県内市町村相互間の意見交換の場の設置、協議会の構成員の仲介又はあっせんや、必要な場

合における空家等対策を行う上での事務の委託、事務の代替執行等が考えられる。また、市町村に対して必

要な援助を行うに際し、都道府県内の関係部局の連携体制を構築することが望ましい。 

特に建築部局の存在しない市町村に対しては、例えば管理不全空家等や特定空家等に該当するか否かの

判断、法第１３条に基づく指導若しくは勧告又は法第２２条に基づく助言・指導若しくは勧告等の実施に当たり

困難を来している場合における技術的な助言を実施したりするほか、都道府県の建築部局による専門技術的

サポートを受けられるような体制整備を支援したり、協議会への参画を通じた協力をすることも考えられる。ま

た、法第２６条第１項に基づき、都道府県内で活動する空家等管理活用支援法人に対し、その業務の実施に

関し必要な情報の提供等を行うことが考えられる。 

さらに、市町村が住民等からの空家等に関する相談に対応するための体制を整備するに際し、宅地建物取

引業者等の関係事業者団体や建築士等の関係資格者団体、地域の空家等対策に取り組む特定非営利活動

法人等の団体との連携を支援することも考えられる。 

また、空家等活用促進区域内において、６（２）に述べる建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の特例が措

置される場合や、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）又は農地法（昭和２７年法律第２２９号）の規定によ

る処分に係る空家等の活用の促進についての配慮の対象となる場合には、都道府県は、建築基準法上の特

定行政庁（同法第２条第３５号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。）として、また、都市計画法や農地法

の許可権者として、市町村から協議等を受けることがある。都道府県においては、関係法令の趣旨を踏まえつ

つ、積極的に当該協議等に応じるとともに、空家等活用促進区域内における許可等の処分に当たって適切に

配慮することが期待される。 

このほか、都道府県は国とともに、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ

円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助など必要な財政上の措置

等を講ずるものとされている（法第２９条）。 

 

④国の役割 

法第３条では、国の責務として、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施すること（同条第１項）、

地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援

を行うこと（同条第２項）、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の

促進に関し、国民の理解を深めること（同条第３項）が規定されている。 

国は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、本基本指針を定め、国の関係行政機関

内において、空家等対策の必要性や空家等の活用の有効性についての認識の共有を図ることに加え、法の

内容について、地方公共団体等に対して具体的に周知を図りつつ、法第１３条又は第２２条に基づく市町村長

（特別区の区長を含む。以下同じ。）による管理不全空家等又は特定空家等に対する措置に関し、その適切な

実施を図るために必要な指針（「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るた

めに必要な指針」（令和５年１２月１３日最終改正。以下「ガイドライン」という。）等により、市町村による空家等

対策の適切な実施を支援することとする。 

また、法第２９条のとおり、国は市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円
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滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充な

ど必要な財政上の措置や必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとされているところ、例えば市町村

が空家等対策計画の作成のため空家等の実態調査を行う場合、空家等の所有者等に対してその除却や活用

に要する費用を補助する場合、代執行に要した費用の回収が困難な場合、代執行等の措置の円滑化のため

の法務的手続等を行う場合等について、当該市町村を交付金制度や補助制度により支援するほか、市町村

が取り組む空家等に関するデータベースの整備、空家等相談窓口の設置、空家等対策計画に基づく空家等

の活用・除却等に要する経費について特別交付税措置を講ずる等、空家等対策を実施する市町村を支援す

ることとする。 

さらに、空家等の活用や、適切な管理、除却の促進に関し、国民の理解を深めるため、都道府県や市町村

はもとより、民間団体とも連携して、パンフレットやウェブサイトを用いた情報提供に加え、動画配信や説明会

の開催等を積極的に行うことに努めることとする。 

 

２ 実施体制の整備 

空家等対策を市町村が効果的かつ効率的に実施するためには、空家等の調査・確認、管理不全空家等や

特定空家等と認められる空家等に対する措置などに不断に取り組むための体制を整備することが重要である

ことから、市町村は、空家等対策に関係する内部部局の連携体制や空家等の所有者等からの相談を受ける

体制の整備を図るとともに、必要に応じて協議会の組織を推進する。 

 

（１） 市町村内の関係部局による連携体制 

空家等がもたらす問題を解消するには、防災、衛生、景観等多岐にわたる 政策課題に横断的に応える必

要がある。また、空家等の活用に向けては、中心市街地の活性化や、移住･定住、二地域居住、観光振興、福

祉増進、コミュニティ維持、まちづくりなどの政策課題において様々な需要が考えられるが、その的確な把握を

進めるためには、市町村内の関係部局間の連携が不可欠である。このため、建築・住宅部局、景観部局、観

光部局、まちづくり部局、都市計画部局（又は土地利用規制部局）、農林水産部局、所有者不明土地等対策

部局、福祉部局、税務部局、法務部局、消防部局、防災・危機管理部局、環境部局、水道部局、商工部局、市

民部局、財政部局等の関係内部部局が連携して空家等対策に対応できる体制の構築を推進することが望ま

しい。 

特に建築部局の参画は、空家等が管理不全空家等や特定空家等か否かの判断やその対応策を検討する

観点から重要である。また、空家等活用促進区域において、建築基準法や都市計画法に係る特例等を講ずる

際には、当該市町村が建築基準法上の特定行政庁や都市計画法上の許可権者である場合をはじめとして、

市町村内の建築部局やまちづくり部局、都市計画部局（又は土地利用規制部局）等との協議等が必要となる

場合があるため、これらの部局等との連携体制を構築しておくことが望ましい。 

また、空家等と所有者不明土地等は、地域によっては同時に存在している場合も多く、課題や対策も共通す

るところである。例えば、空家等と所有者不明土地等が隣接して別々に所有されており、それぞれ単独での活

用が難しい場合に、両者を一体として活用し、保育所など子育て支援施設や公園を整備することが一つの解

決策となることもある。このため、国においては「空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進

（政策パッケージ）」 （令和５年２月２７日所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議報告）を策定

しているが、その趣旨を踏まえ、空家等対策と所有者不明土地等対策を担当する部局が連携し、効果的な対

策を講ずることが重要である。 

さらに、税務部局の参画は、特に空家等の敷地について住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課

税標準の特例措置（以下「固定資産税等の住宅用地特例」という。）の適切な運用を図る観点から、また、法務

部局の参画は、所有者等が不明である空家等に対してどのような対処方針で臨むかを検討する観点から、そ

れぞれ重要である。 
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（２） 協議会の組織 

市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を組織すること

ができ、その構成員としては「市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会

の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもっ

て構成する。」ものとされている（法第８条第２項）。なお、市町村長を構成員としつつも、協議の内容に応じて、

本人ではなく、市町村長より委任された者が参画するなど、必要に応じて柔軟な運営方法とすることも可能で

ある。 

このほかの協議会の構成員として、具体的には弁護士、司法書士、行政書士、宅地建物取引士、不動産鑑

定士、土地家屋調査士、建築士、社会福祉士等の資格を有して地域の福祉に携わる者、郷土史研究家、大学

教授・教員等、自治会役員、民生委員、警察職員、消防職員、法務局職員、道路管理者等公物管理者、空家

等管理活用支援法人をはじめとする地域の空家等対策に取り組む特定非営利活動法人等の団体が考えられ

る。これに加え、都道府県や他市町村の建築部局やまちづくり部局、都市計画部局（又は土地利用規制部局） 

など、（１）で述べた空家等対策に関連する部局等に対して協力を依頼することも考えられる。  

この協議会は、法に規定されているとおり、空家等活用促進区域や空家等活用促進指針に係る事項を含

め、空家等対策計画の作成及び変更に関する協議を行うほか、同計画の実施の一環として、例えば、市町村

長が管理不全空家等や特定空家等に対する措置を講ずるに当たって参考となる、 

①空家等が管理不全空家等又は特定空家等に該当するか否かの判断の基準 

②空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査等の方針 

③管理不全空家等又は特定空家等に対する措置の方針 

などに関する協議を行うための場として活用することも考えられる。また、協議会における協議の過程で空家

等の所有者等の氏名、住所などの情報を取り扱うに当たっては、協議会の構成員は、個人情報の保護に関す

る法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。）に基づき、当該情報を適正に取り扱う必要

がある。 

また、協議会を設置するに当たっては、１市町村に１つの協議会を設置するほか、例えば１つの市町村が複

数の協議会を設置したり、複数の市町村が共同して１つの協議会を設置したりすることも可能である。 

 

（３） 空家等の所有者等及び周辺住民からの相談体制の整備 

法第１２条には「市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報

の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。」と規定されている。本規定を踏まえ、例えば自

ら所有する空家等をどのように活用し、又は除却等すればよいかについての相談や、引っ越し等により今後長

期にわたって自宅を不在にせざるを得ない場合における管理等についての相談を当該住宅等の所有者等か

ら受ける場合が想定されるため、市町村はその要請に迅速に対応することができる体制を整備することが適

切である。体制整備に当たっては、管理不全空家等や特定空家等に対する措置に係る近隣住民等からの相

談は市町村を中心に対応しつつ、空家等の管理や活用の方法等を巡る空家等の所有者等からの専門的な相

談については、空家等管理活用支援法人のほか、宅地建物取引業者等の関係事業者団体や建築士等の関

係資格者団体、地域の空家等対策に取り組む特定非営利活動法人等の団体と連携して対応するものとする

ことも考えられる。 

また、空家等の所有者等に限らず、例えば空家等の所在地の周辺住民からの当該空家等に対する様々な

苦情や、移住・定住、二地域居住又は住み替えを希望する者からの空家等の活用の申入れに対しても、上記

のような体制を整備することが適切である。 

 

（４） 空家等管理活用支援法人の指定 

空家等の所有者等にとって、空家等の管理や活用等に係る情報を容易に入手することや、その方法を相談

することができる環境は必ずしも十分でない。一方、多くの市町村では、人員等が不足しており、所有者等へ
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の相談対応等が十分にできない場合が想定される。 

市町村長は、法第２３条第１項に基づき、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人又は空家等

の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、法第２４条各号に掲げる業務を適正か

つ確実に行うことができると認められるものを空家等管理活用支援法人として指定することができる。空家等

管理活用支援法人には、市町村における人員等の不足を補い、同法人が有する空家等の管理又は活用に係

る専門的知見やネットワークを活かして、空家等の所有者等や空家等の活用を希望する者に対する相談対

応、普及啓発等を行う役割が期待されるところである。具体的には、（３）に述べたような相談対応を行うこと

や、所有者等の委託に基づき、空家等管理活用支援法人が自ら空家等の管理や活用を行うことのほか、市町

村等の委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと、空家等の所有者等に向けて普及啓発を行うこと

等の役割が期待されるところである。市町村の実情やニーズに応じて、空家等管理活用支援法人を指定し、こ

のような空家等対策を進めるための体制を整備することが適切である。同法人の指定に係る考え方等につい

ては、別途定めている空家等管理活用支援法人の指定等の手引きにおいて示している。 

 

（５） 地方住宅供給公社、都市再生機構、住宅金融支援機構との連携 

①地方住宅供給公社 

法第１９条第１項に基づき、地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法 （昭和４０年法律第１２４号）第２１

条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、空家等対策計画を作成している市町村（以下

「計画作成市町村」という。）からの委託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の

賃貸その他の空家等の活用に関する業務を行うことができる。 

地方住宅供給公社は、公的機関としての信頼性を持ちつつ、地域における住宅の改修、賃貸、管理等に関

する豊富な経験・ノウハウ等を有しており、計画作成市町村は、必要に応じて、地方住宅供給公社との連携体

制を構築することが適切である。  

 

②都市再生機構 

法第２０条に基づき都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成１５年法律第１００号）第１１条第

１項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進区域内における空家等

及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び

技術の提供の業務を行うことができる。 

空家等活用促進区域では、地域における経済的社会的活動の促進のため、まちづくりの観点から空家等を

活用し、宿泊施設や観光案内所等の施設を整備するような事例も想定される。こうした施設の整備に当たって

は、事業スキームの検討や関係者との合意形成といった、まちづくりに係る専門的な知見等が必要とされる。

都市再生機構は、都市再生業務を通じて、このような専門的な知見等を有していることから、計画作成市町村

は、必要に応じて、都市再生機構との連携体制を構築することが適切である。 

 

③住宅金融支援機構 

法第２１条に基づき、住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成１７年法律第８２号）

第１３条第１項に規定する業務のほか、市町村又は空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及

び空家等の跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。 

空家等の所有者等が、空家等の活用や除却に要する資金の調達方法を検討するために必要な情報を十分

に把握できず、適切な対応を進めることができない状況を改善するためには、住宅ローンに係る情報や金融

機関・地方公共団体との広範なネットワークを有している住宅金融支援機構の積極的な関与が有効である。こ

のため、住宅金融支援機構においては、各金融機関が提供する「空家の活用・除却の資金に充てることがで

きるローン」 を一元化して空家等の所有者等に情報提供することや、先進的な地域の取組の内容を全国的に

周知すること等の事業を実施することにより、金融面からも空家等対策に取り組みやすい環境づくりを進める
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ものとし、市町村は、必要に応じて、住宅金融支援機構との連携体制を構築することが適切である。 

 

３ 空家等の実態把握 

（１） 市町村内の空家等の所在等の把握 

市町村が空家等対策を効果的かつ効率的に実施するためには、既存の統計資料等も活用しつつ、まず各

市町村の区域内の空家等の所在やその状態等を把握することが重要である。 

空家等は、法第２条第１項において「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなさ

れていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着するものを含む。）をいう。」と定義

されている。ここでいう「建築物」とは建築基準法第２条第１号の「建築物」と同義であり、土地に定着する工作

物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）、これに附属する門又は塀等を

いい、また「これに附属する工作物」とはネオン看板など門又は塀以外の建築物に附属する工作物が該当す

る。 

市町村はその区域内の建築物又はこれに附属する工作物（以下「建築物等」 という。）のうち「居住その他

の使用がなされていないことが常態であるもの」 を空家等と判断し、この法律を適用することとなる。「居住そ

の他の使用がなされていないこと」とは、人の日常生活が営まれていない、営業が行われていないなど当該建

築物等を現に意図をもって使い用いていないことをいうが、このような建築物等の使用実態の有無について

は、法第９条第１項の調査を行う一環として、調査時点での建築物等の状況を基に、建築物等の用途、建築

物等への人の出入りの有無、電気・ガス・水道の使用状況及びそれらが使用可能な状態にあるか否か、建築

物等及びその敷地の登記記録並びに建築物等の所有者等の住民票の内容、建築物等の適切な管理が行わ

れているか否か、建築物等の所有者等によるその利用実績についての主張等から客観的に判断することが

望ましい。 

また、「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用

されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは１つの基準となると考え

られる。調査の結果、空家等に該当する建築物等については、４で述べるとおり、データベースとして整備等し

ておくことが重要である。 

なお、「国又は地方公共団体が所有し、又は管理する」建築物等については、通常は各法令に基づき適切

に管理されることが想定され、またその活用等についても、多くの場合は当該建築物等を管理する国又は地

方公共団体の責任において行われる実態に鑑み、空家等から明示的に除外されている。 

また、空家等のうち、「適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当する

こととなるおそれのある状態にある」と認められるもの（法第１３条第１項）については管理不全空家等に、「そ

のまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのあ

る状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保

全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる」もの（法第２条第２項）については特定

空家等に該当することとなるが、どのような空家等が管理不全空家等や特定空家等に該当するか否かを判断

する際に参考となる基準等については、ガイドラインにおいて別途定めている。 

 

（２） 空家等の所有者等の特定及び意向の把握 

空家等の所在等を把握した市町村においては、次に当該空家等の所有者等を特定するとともに、必要に応

じて当該所有者等がその所有する空家等をどのように活用し、又は除却等しようとする意向なのかについて、

併せて把握することが重要である。なお、敷地と建築物等の所有者等が異なる場合においても、 その敷地の

所有者等は空家等の所有者等に含まれることに留意する。 

空家等の所有者等を特定し、その意向を把握するためには、（３）で述べる手段を用いて所有者等を確知

し、当該所有者等に対して法第９条第１項に基づき聞き取り調査等を行うことが重要である。また、特定空家等

の所有者等に対する指導等を行う上で必要な場合には、法第９条第２項に基づき、報告徴収や立入調査を行
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うことも可能である。 

 

（３） 空家等の所有者等に関する情報を把握する手段 

市町村長が（２）の調査を通じて空家等の所有者等の特定を行うためには、空家等の所在する地域の近隣

住民等への聞き取り調査に加え、法務局が保有する当該空家等の不動産登記簿情報及び市町村が保有する

空家等の所有者等の住民票情報や戸籍謄本等を利用することが考えられる。これらの情報は、いずれも不動

産登記法（平成１６年法律第１２３号）、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）、戸籍法（昭和２２年法律第

２２４号）等既存の法制度により入手可能なものであるが※５、市町村長は法第１０条第３項に基づき「この法律

の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の

者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。」こととされている。例

えば空家等の不動産登記簿情報については関係する法務局長に対して、必要な不動産登記簿情報の提供を

求めることができる。また、同項に基づき、電気、ガス等の供給事業者に、空家等の電気、ガス等の使用者に

係る情報の提供を求めること等も可能である。例えば、「空家等に工作物を設置している者」として、電気メータ

ーを設置している電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第９号に規定する一般送配電事業者

や、ガスメーターを設置しているガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第２条第６項に規定する一般ガス導管

事業者に対して、電気、ガスの使用者と直接契約を締結している小売事業者等の情報の提供を求めた上で、

「その他の者」として、当該小売事業者等に対して電気、ガスの使用者に係る情報の提供を求めることが考え

られる。このほか、「その他の者」 として、郵便事業を行う者に郵便の転送先情報の提供を求めること等も可

能である。これらの者に対して情報の提供を求める方法等については、別途通知等において示している。 

また、空家等対策の推進に関する特別措置法の制定以前は、固定資産税の納税者等に関する固定資産課

税台帳については、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２２条により、同台帳に記載された情報を空家等

対策に活用することは秘密漏えい罪に該当するおそれがあることから、たとえ同じ市町村の他部局に対してで

あっても、税務部局が同台帳に記載された情報の提供を行うことは原則としてできないものとされてきた。しか

しながら、固定資産課税台帳に記載された情報のうち空家等の所有者等に関するものは、空家等の所有者等

を特定する上では不動産登記簿情報等と並んで有力な手段であることから、法第１０条第１項により、この法

律の施行のために必要な限度において、固定資産課税台帳に記載された空家等の所有者等に関する情報を

空家等対策のために市町村の内部で利用することができることとなっている。また、同条第２項により、都が保

有する固定資産課税台帳に記載された空家等の所有者等に関する情報について、特別区の区長から提供を

求められたときは、都知事は速やかに当該情報の提供を行うものとすることとなっている。 

なお、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報については、固定資産課税

台帳に記載された情報に限らず、空家等の所有者等の氏名、住所等の情報で、法に基づき各市町村が空家

等対策のために必要となる情報については、法の施行のために必要な限度において、市町村長は法第１０条

第１項に基づき内部で利用することが可能である。例えば、市町村の福祉部局等がその事務のために利用す

る目的で保有する情報のうち、介護保険に関する事務、国民健康保険に関する事務、後期高齢者医療制度に

関する事務、生活保護に関する事務等のために利用する目的で保有する被保険者等や申請代行者等の氏

名、住所・居所等の情報について、法の施行のために必要な限度において空家等施策担当部局に提供するこ

とが可能である。 

一方で、これらの手段をもってしても空家等の所有者等が把握できない場合や、所有者等が把握できたとし

ても所在を特定できない場合、所有者等が外国に居住しており所在を特定できない場合など、法第２２条第１

０項に規定する「過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき」に該当するときは、

同項に規定する代執行を行うことが可能であるが、当該規定の要件に適合するか否かを判断する際に参考と

なる基準等については、空家等の所有者等の探索方法とともに、ガイドラインにおいて別途定めている。 

※５ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和

４年法律第 44 号）により、住民基本台帳法が改正され、令和４年８月から住民基本台帳ネットワークシステム
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を利用して、法第９条第１項の規定に基づく空家等の所有者等の最新の住所の探索を行うことが可能となっ

た。また、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和５年法律第５８号）により、戸籍法が改正されたところであり、令和６年３月１日より、市町村が戸籍情報

連携システムを利用した公用請求により他市町村の戸籍情報を取得することが可能となる。 

 

４ 空家等に関するデータベースの整備等 

市町村長が調査の結果空家等として把握した建築物等については、法第１１条に基づき「データベースの整

備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」とされて

いる。３（１）で 述べたとおり、市町村においては、同条に基づき、例えば空家等の所在やその状態等を一覧に

したものを市町村内の内部部局間で常時確認できるような状態にしておくなど、空家等の所在等について市町

村内の関係部局が情報共有できる環境を整備するよう努めるものとする。この場合、電子媒体による不動産 

登記簿情報等の入手や、空き家バンク（空家等情報を提供するサービス）の活用等を行う際の効率化のため

に、データベース化することが重要である。 

このデータベースには空家等の所在地、現況、所有者等の氏名などについて記載することが考えられるが、

これらに加えて、空家等のうち、空家等活用促進区域内にある空家等のほか、管理不全空家等や特定空家等

に該当するものについては、データベース内にこれらの空家等に該当する旨並びに市町村長による当該空家

等に対する措置等の内容及びその履歴についても併せて記載する等により、継続的に把握していく必要があ

る。 

なお、上記情報については、個人情報保護法に基づき適正に取り扱う必要がある。また、市町村によって

は、その区域内の空家等に関する全ての情報についてデータベース化することが困難な場合も考えられる。そ

のような場合であっても、管理不全空家等又は特定空家等に係る敷地については、９（２）②で述べるとおり固

定資産税等の住宅用地特例の対象から除外される場合があり、また、今後人の居住の用に供される見込み

がないと認められる家屋の敷地に対しては、そもそも固定資産税等の住宅用地特例は適用されないこととなる

ため、その点で税務部局と常に情報を共有する必要があることから、少なくとも管理不全空家等又は特定空家

等に該当する建築物等についてはデータベース化することが必要である。 

また、法第１１条に基づきデータベース化の対象とされた空家等のうち、「建築物を販売し、又は賃貸する事

業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理する」空家等については、その対象から除外され

ている。これは、いわゆる空き物件に該当する空家等については、宅地建物取引業者等により適切に管理さ

れていると考えられる上、空き物件たる空家等の活用もこれら業者等により市場取引を通じて図られることか

ら、市町村による空家等対策の対象とする必要性が小さく、したがってデータベースの対象とする実益に乏し

いと考えられるためである。しかしながら、たとえ空き物件に該当する空家等であったとしても、周辺の生活環

境に悪影響を及ぼしているものについては、この法律の趣旨及び目的に照らし、市町村がその実態を把握し

ておくことが適切であると考えられることから、本条に基づくデータベースの対象となる。 

 

５ 空家等対策計画の作成 

空家等対策を効果的かつ効率的に推進するためには、各市町村において、空家等対策を総合的かつ計画

的に実施するための計画を作成することが重要である。 

法第７条第１項に基づき、市町村が空家等対策計画を定める場合、同計画には①空家等に関する対策の

対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針、②計画

期間、③空家等の調査に関する事項、④所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項、⑤ 空家

等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項、⑥特定空家等に対する措置その他の特定空

家等への対処に関する事項、⑦住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項、⑧空家等に関す

る対策の実施体制に関する事項及び⑨その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項を定めるものと

する（同条第２項）。また、⑤空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項として、空家
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等活用促進区域及び空家等活用促進指針に関する事項を定めることができる。 

空家等対策計画に定めるべき各項目の具体的な内容及び特に重要となる記載事項については二２で示す

とおりであるが、同計画を定めるに当たっては、各市町村における空家等対策の全体像を住民が容易に把握

することができるようにするとともに、空家等の活用や適切な管理の重要性及び管理不全空家等や特定空家

等がもたらす諸問題について広く住民の意識を涵養するように定めることが重要である。この観点から、空家

等対策計画については定期的にその内容の見直しを行い、適宜必要な変更を行うよう努めるものとする。 

空家等対策計画は、所有者不明土地対策計画（所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

（平成３０年法律第４９号）第４５条第１項に規定する所有者不明土地対策計画をいう。）をはじめとする他の計

画と一体的に作成することも考えられる。 

なお 、空家等管理活用支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、空

家等対策計画の作成又は変更をすることを提案することができる（法第２７条第１項）。この場合において、空

家等管理活用支援法人は、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示する必要がある

が、当該素案は、空家等管理活用支援法人の業務とどのように関係があるか、素案のとおり空家等対策計画

を作成又は変更した場合にどのような効果が見込まれるか、素案のとおり作成又は変更しない場合にその業

務を行う上でどのような問題があるか等について具体的に示すことが必要である。提案を受けた市町村は、そ

の内容について十分に検討した上で、当該提案に基づいて空家等対策計画の作成又は変更をするか否かに

ついて、遅滞なく、その提案をした空家等管理活用支援法人に通知する必要がある（法第２７条第２項）。 

 

６ 空家等及びその跡地の活用の促進 

（１）  空家等及びその跡地の活用 

空家等対策を推進する上では、各市町村がその跡地も含めた空家等を地域資源として活用すべく、今後の

空家等の活用方策を検討することが重要である。このような観点から、法第１５条は「市町村は、空家等及び

空家等の跡地に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。」

と規定されている。 

空家等の中には、地域交流、地域活性化、福祉サービスの拡充等の観点から、地域貢献などに活用できる

可能性のあるものも存在する。また、空家等を地域の集会所、井戸端交流サロン、農村宿泊体験施設、住民と

訪問客との交流スペース、移住希望者の住居、住宅確保要配慮者向けの住宅等として活用することも考えら

れる※６。 

空家等を有効に活用するため、例えば、活用可能な空家等又はその跡地の情報について、その所有者の

同意を得た上で、都道府県又は市町村の設置する空き家バンクや宅地建物取引業者等による周知・発信を通

じて、広く当該空家等又はその跡地を購入又は賃借しようとする者に提供することが想定される。その際、都

道府県又は市町村は空き家バンクについて、その物件情報の収集や専門家への取次等を含めた運営等に関

し宅地建物取引業者等の関係事業者団体との連携に関する協定を締結することや「全国版空き家・空き地バ

ンク」に参画することが考えられる。 

さらに、空家等の跡地については、市街地環境の向上に資する敷地整序の促進、土地の適正な利用・管理

に向けたマッチング・コーディネートや土地所有者等に代わる管理などの機能を担うランドバンクの取組との連

携、所有者不明土地等対策との連携により、地域のまちづくりにおいて活用することが期待でき、例えば、密

集市街地や漁業集落等の狭隘な地区における駐車場や防災にも資する広場として活用することも考えられ

る。 

このような空家等及びその跡地の活用に当たっては、関係事業者団体等を空家等管理活用支援法人として

指定し、同法人と連携して取り組むことが効果的であると考えられる。 

このほか、空家等及びその跡地の活用時に、土地の境界が不明瞭であることが支障となる場合があるた

め、筆界確定を進めることが重要である。土地基本法では、土地所有者は、「土地の所有権の境界の明確化

のための措置を適切に講ずるように努めなければならない」こととされており（同法第６条第２項）、国及び地方
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公共団体は、広報活動等を通じて、こうした土地所有者等の責務に係る国民の理解を深めるよう適切な措置

を講ずるとともに、市町村等は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）に基づく地籍調査や、不動産登記法

に基づく筆界特定制度の活用を通じて、筆界の確認を進めることが必要である。 

※６ 空家等の用途変更に当たっては、建築基準法、都市計画法、景観法（平成１６年法律第 １１０号）、消防法（昭和２３年法律第１８６号）、旅館

業法（昭和２３年法律第１３８号） 等の関係法令を遵守する必要がある。 

 

（２）  空家等活用促進区域の設定及び空家等活用促進指針の策定 

中心市街地や地域再生の拠点など、地域の拠点となる区域において空家等が集積すると、当該地域の本

来的機能を低下させてしまうおそれがある。また、空家等やその跡地を活用する上で、建築基準法上の接道

等に係る規制が支障となっている場合もある。このような課題に対応するため、市町村は、法第７条第３項に

基づき、中心市街地や地域再生拠点等の区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数及びその分布の

状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために当該区

域内の空家等及びその跡地の活用が必要となると認められる区域（空家等活用促進区域）並びに同区域にお

ける空家等及びその跡地の活用の促進を図るための指針（空家等活用促進指針）に関する事項を空家等対

策計画に定めることができる。 

空家等活用促進区域内では、市町村長は、空家等の所有者等に対し、空家等活用促進指針に定められた

空家等を誘導すべき用途（以下「誘導用途」という。） に供するために必要な措置を講ずることを要請すること

ができる（法第１６条第１項）ほか、特定行政庁との協議等を経て、建築基準法上の接道規制や用途規制の合

理化を図ることができる（法第１７条第１項及び第２項）。また、指定都市、中核市、施行時特例市以外の市町

村が市街化調整区域（都市計画法第７条第１項に規定する市街化調整区域をいう。以下同じ。）の区域を含む

空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、都道府県知事との協議をしなければならず、協議を経るこ

とで、都道府県知事による都市計画法上の許可に当たり、協議の結果を踏まえた適切な配慮がなされること

が期待される（法第１８条第１項）。空家等対策計画は、都市計画法第６条の２の都市計画区域の整備、開発 

及び保全の方針及び同法第１８条の２の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれること

が必要である（法第７条第１１項）。このため、例えば、市街化調整区域の全域を、空家等活用促進区域に設

定することは、市街化を抑制するという市街化調整区域の趣旨からして適切な運用ではないため、区域の設

定にあたっては十分留意する必要がある。このほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、空家等活用

促進区域内の空家等について、誘導用途に供するため「農地法その他の法律の規定による許可その他の処

分」を求められたときは、適切な配慮をするものとされている（法第１８条第２項）。当該規定に基づく配慮として

は、例えば、空家等と隣接する農地を一体的に売買等する際、農地を転用する必要がある場合には、農地法

第４条又は第５条に基づく許可や、農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）に基づく農用

地区域（同法第８条第２項第１号に規定する農用地区域をいう。）からの除外に当たり、手続きの迅速化に係る

配慮がなされることが想定される。このほかにも、空家等の活用上、他の法律に基づく処分が要されるものに

ついては、必要に応じて、配慮を行うことが望ましい。 

空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針は、地域のまちづくり等にも大きく関わるものであるため、こ

れらを定める際は、中心市街地の活性化や、移住・定住、二地域居住の推進、観光振興、福祉増進コミュニテ

ィ維持、まちづくりなどの政策課題に対応する市町村内の内部部局等と連携して取り組むことが望ましい。 

こうした空家等活用促進区域の設定等に係る考え方については、別途定めている空家等活用促進区域の

設定に係るガイドラインにおいて示している。 

 

７ 空家等の適切な管理に係る措置 

所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、市町村は、法第１２条に基づき空家等の所有者等に

対し、例えば、三に示す所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項（以下「管理指針」

という。）に即した助言を行ったり、空家等を日頃管理することが難しい所有者等については、空家等を適切に
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管理する役務を提供する空家等管理活用支援法人等を紹介したりすることが考えられる。 

その上で、法第１３条第１項では、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等

に該当するおそれのある状態にあると認められる空家等を管理不全空家等として、市町村長が、その所有者

等に対し、管理指針に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必

要な措置をとるよう指導することができる。また、指導をしてもなお状態が改善されず、そのまま放置すれば特

定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全 

空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告すること

ができる（法第１３条第２項）。 

市町村長は、３で述べた方法等により把握した情報や住民等から提供を受け た情報等に基づき、ある空家

等が管理不全空家等であると認められる場合には、早期に指導等を行うことが必要である。 

また、法に基づく指導等の方法のほか、所有者等が不明であるなどの場合には、法第１４条の規定に基づ

き、民法（明治２９年法律第８９号）の相続財産清算制度や、不在者財産管理制度、所有者不明建物管理制

度、管理不全建物管理制度、管理不全土地管理制度を活用することが考えられる。なお、固定資産税の滞納

があり市町村が債権を有しているなど、利害関係が認められる場合は、同条の規定によらず、民法の規定に

基づき、利害関係人として財産管理人の選任を請求することも可能である。このうち、相続財産清算制度や不

在者財産管理制度、所有者不明建物管理制度は、空家等の適切な管理のため特に必要があると認めるとき

は、管理不全空家等か否かに関係なく活用することができる。 相続放棄されていたり、所有者が不明である

空家等については、適切な管理がなされないことにより管理不全空家等となるおそれが大きいため、早期にこ

れらの制度を活用することを検討することが望ましい。 

そのほか、空家等の所有者等の認知能力等が十分でなく、適切な管理等が期待できない場合には、本人

の福祉を図る観点から市町村内の福祉部局とも連携して、民法の成年後見制度を活用することも考えられる。 

なお、管理不全空家等であるか否かの判断に当たって参考となる基準や、指導、勧告の考え方について

は、ガイドラインにおいて別途定めている。 

 

８ 特定空家等に対する措置 

特定空家等は、法第２条第２項に定義するとおり、例えば現に著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状

態にあるもののほか、将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になることが予見されるものも含む

ものであり、広範な空家等について特定空家等として法に基づく措置を行うことが可能である。市町村長は、

地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図る観点から、このような特定空

家等の状態に応じて必要な措置を講ずることが望ましい。なお、将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害

な状態になることが予見される空家等について参考となる考え方の例や、特定空家等の状態に応じた措置の

あり方については、ガイドラインにおいて定めている。 

特定空家等に該当する建築物等については、市町村長は、建築物等の詳細な現状を把握し、周辺の生活

環境の保全を図るためにどのような措置が必要となるかについて迅速に検討するため、法第９条第２項に基

づき、市町村職員又はその委任した者（例えば建築士や土地家屋調査士など）に特定空家等に該当すると認

められる空家等に対して立入調査をさせることができるほか、その所有者等に報告を徴収することができる。

また、この調査等の結果に基づき、市町村長は特定空家等の所有者等に対し、必要な措置を助言・指導、勧

告及び命令することができる（法第２２条第１項から第３項まで）とともに、その措置を命ぜられた者がその措置

を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限内に完了する見込みがないときは、行政代

執行法（昭和２３年法律第４３号）の定めるところに従い、本来特定空家等の所有者等が履行すべき措置を代

執行することができる（同条第９項）。災害その他非常の場合において、緊急に除却等を行う必要がある場合

には、命令及び命令に付随する意見聴 取手続等を経ることなく、代執行を行うことが可能である（同条第１１

項）。ただし、この場合にも、助言・指導及び勧告を経ていることが必要であるため、常時から、措置をとること

の緊急性が見込まれる特定空家等に対しては、助言・ 指導や勧告の措置を講じていることが重要である。こ
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のほか、法第２２条は特定空家等の所有者等に対して市町村長が必要な措置を命ずる際に講ずるべき手続

（同条第４項から第８項まで並びに同条第１３項及び第１４項）、所有者等を市町村長が確知することができな

い場合における代執行に関する規定（同条第１０項）等を定めている。これらの代執行を行った場合の費用に

ついては、国税滞納処分の例により、所有者等から費用を徴収することが可能である（同条第９項及び第１２

項）。 

これに加え、７で管理不全空家等について述べたように、所有者等が不明である場合等においては、必要

に応じて、財産管理制度等の活用を検討することが望ましい。 

法第２２条第１６項に基づくガイドラインにおいては、どのような空家等が特定空家等に該当するか否かを判

断する際に参考となる判断基準や市町村長が特定空家等の所有者等に対して必要な措置を助言・指導する

段階から最終的には代執行を行うに至る段階までの基本的な手続の内容、特定空家等に残置された動産の

取扱い等について定めている。各市町村長は、必要に応じてこのガイドラインを参照しつつ、各地域の実情に

応じた特定空家等に関する対策に取り組むこととする。 

なお、特定空家等と認められる空家等に対して立入調査等や必要な措置を講ずるに当たっては、市町村に

おいては、建築・住宅部局、景観部局、観光部局、まちづくり部局、都市計画部局（又は土地利用規制部局）、

農林水産部局、所有者不明土地等対策部局、福祉部局、税務部局、法務部局、消防部局、防災・危機管理部

局、環境部局、水道部局、商工部局、市民部局、財政部局等の関係内部部局間の連携が一層求められる。 

 

９ 空家等に関する対策の実施に必要な財政上・税制上の措置 

（１） 財政上の措置 

法第２９条第１項においては「国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する

対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交

付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。」と規定されている。 

具体的には、例えば１（２）④で述べたような財政上の措置を国として講ずることとする。また、空家等を除却

又は活用するに当たり必要となる費用の一部を市町村を通じて、又は都道府県から直接、それぞれ予算支援

している都道府県も存在する。 

以上を踏まえつつ、地域活性化や良好な居住環境の整備を促進する観点から、空家等の活用や除却等を

はじめとする空家等対策に取り組む市町村を支援するため、国及び都道府県においては、市町村による空家

等対策の実施に要する費用に対して引き続き財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（２） 税制上の措置 

法第２９条第２項においては「国及び地方公共団体は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関

する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」と

規定されている。 

①空家の発生を抑制するための税制上の特例措置（所得税・個人住民税の特例） 

令和元年に国土交通省が実施した空家所有者実態調査（令和２年１２月１６日公表）によれば、周辺の生活

環境に悪影響を及ぼし得る空家（住宅・土地統計調査における「その他の住宅」に該当する空家）の約７８％は

旧耐震基準の下で建築されたものであり、また平成３０年における住宅の耐震化の進捗状況の推計値として

国土交通省が令和２年５月に公表した数値を考慮すると、そのような空家のうち約５３％が耐震性のない建築

物であると推計されている。加えて、上述の令和元年空家所有者実態調査によれば、居住用家屋が空家とな

る最大の契機が相続時であることも判明している。 

このような実態を踏まえ、空家が放置され、その結果周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことを未然に防止

する観点から、空家の最大の発生要因である相続に由来する古い家屋及びその敷地の活用を促進すること

により空家の発生を抑制するため、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）等において、税制上の特例措

置が講じられている（平成２８年４月１日創設）。具体的には、相続の開始の直前において被相続人の居住の
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用に供されていた家屋 （昭和５６年５月３１日以前に建築された家屋（区分所有建築物を除く。）であって、当

該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。以下「被相続

人居住用家屋」という。）及び当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供され

ていた土地等を当該相続により取得をした個人が、平成２８年４月１日から令和９年１２月３１日までの間に譲

渡（当該相続の開始があった日から同日以後３年を経過する日の属する年の１２月３１日までの間にしたもの

に限るものとし、当該譲渡の対価の額が１億円を超えるもの等を除く。）をした場合には、当該譲渡に係る譲渡

所得の金額について居住用財産の譲渡所得の３，０００万円特別控除を適用する（ただし、当該譲渡の対価の

額と当該相続の時から当該譲渡をした日以後３年を経過する日の属する年の１２月３１日までの間に当該相

続人が行った当該被相続人居住用家屋と一体として当該被相続人の居住の用に供されていた家屋又は土地

等の譲渡の対価の額との合計額が１億円を超える場合を除く。）（租税特別措置法第３５条第３項から 第１１

項まで及び第１４項。なお、個人住民税については地方税法附則第３４条第２項及び第５項並びに第３５条第２

項及び第６項）。また、令和元年度 （平成３１年度）税制改正により、平成３１年４月１日以降の譲渡について、

老人ホーム等に入所をしたことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋は、一定の要件を満たす場

合に限り、相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋として本特例措置を適

用することとされた。さらに、令和５年度税制改正により、令和６年１月１日以降の譲渡について、譲渡後に被

相続人居住用家屋の耐震改修又は除却を行う場合で、一定の要件を満たすときは、本特例措置を適用できる

こととされた。なお、本特例措置に関する事務手続等の詳細については、別途通知で定めている。 

 

②管理不全空家等及び特定空家等に対する固定資産税等の住宅用地特例の取扱い（固定資産税・都市計画税） 

現在、人の居住の用に供する家屋の敷地のうち一定のものについては、地方税法第３４９条の３の２及び第

７０２条の３に基づき、当該敷地の面積に応じて、その固定資産税の課税標準額を６分の１（２００㎡以下の部

分の敷地）又は３分の１（２００㎡を超える部分の敷地）とするとともに、その都市計画税の課税標準額を３分の

１（２００㎡以下の部分の敷地）又は３分の２（２００㎡を超える部分の敷地）とする特例措置（固定資産税等の

住宅用地特例）が講じられている。この固定資産税等の住宅用地特例が、管理状況が悪く、人が住んでいな

い家屋の敷地に対して適用されると、当該家屋を除却した場合※７と比べて固定資産税等が軽減されてしまう

ため、空家の除却や適切な管理が進まなくなる可能性があるとの指摘が存在する。 

空家等の中でも、管理不全空家等及び特定空家等については、法に基づく勧告等の措置の対象となるもの

であり、その適切な管理や除却を促すことは喫緊の課題である。また、管理不全空家等及び特定空家等は、

住民の日常生活に必要と認められる住宅用地の税負担を軽減するという住宅用地特例の本来の趣旨からも

外れると考えられる。以上を踏まえ、地方税法において、固定資産税等の住宅用地特例の対象から、法第１３

条２項又は法第２２条第２項の規定により所有者等に対し勧告がされた管理不全空家等又は特定空家等の敷

地の用に供されている土地を除くこととされている（地方税法第３４９条の３の２第１項等）。 

なお、空家等であるか否かとは別に、本来、家屋の使用若しくは管理の状況又は所有者等の状況等から客

観的にみて、当該家屋について、構造上住宅と認められない状況にある場合、使用の見込みはなく取壊しを

予定している場合又は居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供さ

れる見込みがないと認められる場合には、住宅には該当しないものであるため、そうした家屋の敷地について

はそもそも固定資産税等の住宅用地特例は適用されない。したがって、空家等対策で得られた情報につい

て、税務部局（特別区にあっては東京都の税務部局）と情報共有し、連携して必要な対応を行うことが重要とな

る。 

※７ 固定資産税等の住宅用地特例が適用されない場合の税額は、課税標準額の上限を価格の７割とするなどの負担調整措置及び各市町村

による条例減額制度に基づき決定されることとなる。 

 

二 空家等対策計画に関する事項 

市町村は、協議会を設置した場合には当該協議会の構成員等から意見を聴取するとともに、必要に応じて
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都道府県からの情報提供や技術的な助言を受けつつ、各市町村の区域内で必要となる空家等に関する対策

を総合的かつ計画的に実施するため、本基本指針に即して、法第７条第２項に掲げる事項を定めた空家等対

策計画の作成を推進すべきである。 

その際、一３で述べたとおり、各市町村内における空家等の実態を的確に把握した上で、空家等対策計画

における目標を設定するとともに、定期的に当該目標の達成状況を評価し、適宜同計画の改定等の見直しを

行うことが望ましい。 

 

１ 効果的な空家等対策計画の作成の推進 

効果的な空家等対策計画を作成するためには、各市町村内における防災、衛生、景観等に加え、地域の経

済的社会的活動の促進の観点から空家等がもたらす問題に関係する内部部局が連携し、空家等に関する対

策を分野横断的に記載した総合的な計画を作成することが重要である。また、周辺の生活環境に深刻な影響

を及ぼしている空家等に対処するだけでなく、こうした空家等のそもそもの発生又は増加を抑制する観点か

ら、四で述べるような施策等も含めた形で作成することが望ましい。 

 

２ 空家等対策計画に定める事項 

（１） 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関

する基本的な方針 

各市町村における空家等に関する対策について、各市町村長が把握した空家等の数、実態、分布状況、周

辺への悪影響の度合いの状況や、これまでに講じてきた空家等対策等を踏まえ、空家等に関する政策課題を

まず明らかにした上で、空家等対策の対象地区、対象とする空家等の種類（例えば空き住居、空き店舗など）

や今後の空家等に関する対策の取組方針について記載する。 

特に、空家等対策の対象地区を定めるに当たっては、各市町村における空家等の数や分布状況、これらの

今後の見込み等を踏まえ、空家等の適切な管理の確保、活用の拡大及び除却等の促進といった総合的な空

家等対策を重点的に推進するべき地区を定めることが考えられるほか、空家等の活用が特に必要と認められ

る区域については、空家等活用促進区域として定めることが適切である。また、対象とする空家等の種類は、

市町村長による空家等調査の結果、どのような種類の建築物が空家等となっているかを踏まえ、どの種類の

空家等から対策を進めていくかの優先順位を明示することが考えられる。 

これらの記載により、各市町村における空家等対策の今後の基本的な方針を、住民にとって分かりやすい

ものとして示すことが望ましい。 

なお、空家等対策計画の作成に当たっては、必ずしも初めから市町村の区域全体の空家等の調査を行うこ

とが求められるわけではない。例えば、各市町村における中心市街地や郊外部の住宅団地等の中で、既に空

家等の存在が周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしている又は将来及ぼし得る地域について先行的に空家

等対策計画を作成し、その後必要に応じて順次同計画の対象地区を拡大していく方法も考えられる。 

 

（２） 計画期間 

空家等対策計画の計画期間は、各市町村における空家等の実態に応じて異なることが想定されるが、関連

する既存の計画で定めている期間や住宅・土地に関する調査の実施年と整合性を取りつつ設定することが考

えられる。なお、計画期限を迎えるごとに、各市町村内における空家等の状況の変化を踏まえ、空家等対策計

画の改定等を検討することが重要である。 

 

（３） 空家等の調査に関する事項 

各市町村長が法第９条第１項に基づき当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有

者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うに当たって必要と

なる事項を記載する。具体的には、例えば空家等の調査を実際に実施する主体名、対象地区、調査期間、調
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査対象となる空家等の種類、空家等が周辺に及ぼしている悪影響の内容及び程度その他の調査内容及び方

法を記載することが考えられる。 

 

（４） 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

一１（２）①で述べたとおり、空家等の適切な管理は第一義的には当該空家等の所有者等の責任において

行われなければならないことを記載するとともに、空家等の所有者等に空家等の適切な管理を促すため、例え

ば、空家等管理活用支援法人等と連携した各市町村における相談体制の整備方針や、空家等の活用に関心

を有する外部の者と当該空家等の所有者等とのマッチングを図るなどの取組について記載することが考えら

れるほか、三に示す管理指針の周知を行うこと等による空家等の所有者等の意識の涵養や理解増進に資す

る事項を記載することが考えられる。 

また、管理不全空家等に対してどのような措置を講ずるのかについて方針を示すことが重要である。具体的

には、必要に応じてガイドラインの記載事項を参照しつつ、例えば各市町村長が管理不全空家等であることを

判断する際の基本的な考え方や、管理不全空家等に対して必要な措置を講ずるか否かについての基本的な

考え方及びその際の具体的な手続等について記載することが望ましい。 

 

（５） 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項 

一６で述べたとおり、各市町村において把握している空家等の中には、修繕等を行えば地域交流や地域活

性化の拠点として活用できるものも存在し、また活用する主体は当該空家等の所有者等に限られていない。

例えば各市町村が把握している空家等に関する情報を、その所有者の同意を得た上でインターネッ トや宅地

建物取引業者の流通ネットワークを通じて広く外部に提供することについて記載することが考えられる。その

際、空き家バンク等の空家等情報を提供するサービスにおける宅地建物取引業者等の関係事業者団体との

連携に関する協定が締結されている場合には、その内容を記載することも考えられる。このように民間の関係

事業者団体と連携する場合、当該団体を空家等管理活用支援法人として指定することについての方針等を記

載することが適切である。また、当該空家等を地域の集会所、井戸端交流サロン、農村宿泊体験施設、住民と

訪問客との交流スペース、移住希望者の住居等として活用する際の具体的な方針や手段について記載するこ

とも考えられる。当該空家等の跡地についても、市街地環境の向上に資する敷地整序の促進、ランドバンクの

取組や所有者不明土地等対策との連携により地域のまちづくりにおいて活用することに加え、例えば、密集市

街地や漁業集落等の狭隘地区における駐車場や防災にも資する広場として活用する際の具体的な方針や手

段について記載することも考えられる。 

特に、経済的社会的活動の促進のために空家等及びその跡地の活用が必要と認められる区域について

は、一６（２）で述べたように、空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めることが望ましい。 

 

（６） 特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項 

各市町村長は、特定空家等に該当する建築物等の状態や特定空家等が地域住民の生活環境に及ぼして

いる影響の程度等の観点から、特定空家等に対してどのような措置を講ずるのかについて方針を示すことが

重要である。具体的には、必要に応じてガイドラインの記載事項を参照しつつ、例えば各市町村長が特定空家

等であることを判断する際の基本的な考え方や、特定空家等に対して必要な措置を講ずるか否かについての

基本的な考え方及びその際の具体的な手続等について記載することが望ましい。 

 

（７）住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

一２（３）で述べたとおり、各市町村に寄せられる空家等に関する相談の内容としては、例えば空家等の所有

者等自らによる空家等の今後の活用方針に関するものから、空家等が周辺に及ぼしている悪影響に関する周

辺住民による苦情まで幅広く考えられる。そのような各種相談に対して、各市町村はできる限り迅速に回答す

るよう努めることとし、例えば各市町村における相談体制の内容や住民に対する相談窓口の連絡先について
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具体的に記載することが望ましい。 

 

（８）空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

空家等がもたらす問題は分野横断的で多岐にわたるものであり、各市町村内の様々な内部部局が密接に

連携して対処する必要のある政策課題であることから、例えばどのような内部部局が関係しているのかが住

民から一覧できるよう、各内部部局の役割分担、部署名及び各部署の組織体制、各部署の窓口連絡先等を

記載することが考えられる。また、協議会を組織する場合や外部の関係団体等と連携する場合については、

併せてその内容を記載することが望ましい。空家等管理活用支援法人が、空家等対策に係る相談等について

窓口としての役割を担うこととなっている場合は、当該法人の名称や連絡先等についても記載することが適切

である。 

 

（９）その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

（１）から（８）までに掲げる事項以外に、各市町村における空家等の実情に応じて必要となる支援措置や空

家等対策を推進するための数値目標、空家等対策の効果を検証し、その結果を踏まえて空家等対策計画を

見直す旨の方針等について記載することが考えられる。 

 

３ 空家等対策計画の公表等 

法第７条第１２項において、「市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。」ものとされており、同条第１４項では、空家等対策計画の変更についてもこの規定を準用している。

公表手段は各市町村の裁量に委ねられているが、単に各市町村の公報に掲載するだけでなく、例えばインタ

ーネットを用いて公表するなど、住民が空家等対策計画の内容について容易に知ることのできる環境を整備

することが重要である。 

 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

１ 所有者等による空家等の適切な管理の必要性 

空家等は私有財産であるが、その適切な管理が行われていないことにより、防災、衛生、景観等の地域住

民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがある。そのため、地域住民の生命、身体又は財産を保護すると

ともに、その生活環境の保全を図り、公共の福祉の増進に寄与する観点から、所有者等が空家等の適切な管

理を行うことが社会的にも要請されているところである。 

また、空家等の適切な管理を行い、資産価値をできる限り保全することで、空家等を活用することができる

状態が維持され、将来的な所有者等による空家等の活用や、空家等の活用を通じた公共の福祉の増進や地

域の活性化にも寄与することが期待できる。 

こうした観点から、当面、空家等の活用や除却ができない場合には、次の点を踏まえつつ、所有者等による

空家等の適切な管理の確保を図ることが重要である。 

 

２ 空家等の適切な管理のために所有者等が留意すべき事項 

空家等が管理不全空家等や特定空家等とならないために必要となる所有者等による空家等の適切な管理

の指針を以下に掲げる。なお、空家等が管理不全空家等や特定空家等にならないようにするための以下に掲

げる指針以外にも、行うことが望ましい日常的な管理として、定期的な郵便物等の確認・整理、冬期における

給水管の元栓の閉栓等が考えられる。 

 （管理の指針） 

空家等は、不具合の発生が発見されにくいことから、傷みが早く進行する傾向にある。そのため、所有者等

は、空家等が管理不全空家等や特定空家等とならないよう、次の①から④に掲げる例を参考として、一定の

頻度で点検を行うとともに、空家等に破損等が見られる場合にはその修繕等を行うことが必要である。また、
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以下の事象の発生を予防するためには、定期的に通気や換気等の管理を行うことが求められる。 

また、地震、強風、大雨、著しい降雪等の後には、次の①から④に掲げる点検対象となる事象が生じていな

いかの確認が必要である。また、強風、大雨、著しい降雪等の前には、部材の剥落など当該事象の兆候が生

じていないかを確認しておくことが望ましい。 

空家等の管理は所有者等が行うことが基本である。そのため、少なくとも定期的な管理は自ら行うとともに、

その際には、点検対象となる事象を意識しつつ、当該事象やその兆候が生じていないかを確認することが必

要である。 

一方で、点検や補修等は、その内容によっては専門性を要するものもある。このような場合には、空家等の

管理を行う事業者、空家等の点検を行う事業者、空家等の補修工事等を行う事業者、空家等管理活用支援法

人等に委託をすることが考えられる。また、遠隔地に所在するなどこれらの管理をやむを得ず所有者等が自ら

行うことができない場合等は、定期的な管理も含め、これらの者に管理を委託することが考えられる。 

 

①保安上危険の防止のための管理 

 ・倒壊の防止 

建築物、これに附属する門、塀、屋外階段等又は立木の倒壊を防止することが必要である。そのための点

検対象となる事象としては、建築物の傾斜、屋根の変形、外装材の剥落若しくは脱落、構造部材（基礎、柱、

はりその他の構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。）の破損、腐朽、蟻害、腐食等若しくは構造部材同士

のずれ（以下「構造部材の破損等」という。）若しくは雨 水浸入の痕跡、門、塀、屋外階段等の傾斜若しくは構

造部材の破損等又は立木の傾斜若しくは幹の腐朽が考えられる。これらの事象が認められた場合は、 構造

部材等の補修、防腐、防蟻若しくは防錆処理又は立木の伐採、補強等を行うことが考えられる。 

また、これらの事象の発生を予防するためには、定期的に通気や換気を行うことが必要である。 

 

・擁壁の崩壊の防止 

擁壁の崩壊を防止することが必要である。そのための点検対象となる事象としては、擁壁の一部の崩壊、土

砂の流出、ひび割れ等の部材の劣化、水のしみ出し、変状又は水抜き穴の排水不良が考えられる。これらの

事象が認められた場合は、補修又は清掃を行うことが考えられる。 また、これらの事象の発生を予防するた

めには、定期的に水抜き穴の清掃を行うことが必要である。 

 

・落下の防止 

外装材、屋根ふき材、手すり材、看板等（上部にあるものに限る。以下「外装材等」という。）、軒、バルコニー

その他の突出物（以下「軒等」という。） 又は立木の大枝の落下を防止することが必要である。そのための点

検対象となる事象としては、外装材等の剥落、脱落、破損若しくは支持部材の破損、腐食等、軒等の脱落、傾

き若しくは支持部分の破損、腐朽等又は立木の大枝の部分的な脱落、折れ若しくは腐朽が考えられる。これら

の事象が認められた場合は、補修、撤去、防腐若しくは防錆処理又は立木の大枝の剪定等を行うことが考え

られる。 

 

・飛散の防止 

屋根ふき材、外装材、看板等（以下「屋根ふき材等」という。）又は立木の大枝の飛散を防止することが必要

である。そのための点検対象となる事象としては、屋根ふき材等の剥落、脱落、破損若しくは支持部材の破

損、腐食等又は立木の大枝の部分的な飛散、折れ若しくは腐朽が考えられる。これらの事象が認められた場

合は、補修、撤去若しくは防錆処理又は立木の大枝の剪定等を行うことが考えられる。 

 

②衛生上有害の防止のための管理 

・石綿の飛散の防止 
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吹付け石綿等の飛散を防止することが必要である。そのための点検対象となる事象としては、吹付け石綿

の露出若しくは周囲の外装材の破損等又は石綿使用部材の破損等が考えられる。これらの事象が認められ

た場合は、除去、囲い込み又は封じ込めを行うことが考えられる。 

・健康被害の誘発の防止 

汚水等、害虫等又は動物の糞尿等による健康被害の誘発を防止することが必要である。そのための点検

対象となる事象としては、汚水等の流出、排水設備（浄化槽を含む。以下同じ。）の破損等、害虫等の発生、水

たまりや腐敗したごみ等又は動物の糞尿等若しくは棲みつきが考えられる。これらの事象が認められた場合

は、補修、処理、清掃、駆除等を行うことが考えられる。また、これらの事象の発生を予防するためには、定期

的に清掃等を行うことが必要である。 

 

③景観悪化の防止のための管理 

景観悪化を防止することが必要である。そのための点検対象となる事象としては、屋根ふき材、外装材、看

板等の色褪せ、破損若しくは汚損又はごみ等の散乱若しくは山積が考えられる。これらの事象が認められた

場合は、補修、撤去、清掃等を行うことが考えられる。 

また、これらの事象の発生を予防するためには、定期的に清掃を行うことが必要である。  

 

④周辺の生活環境の保全への悪影響の防止のための管理 

・悪臭の防止 

汚水等、動物の糞尿等又は腐敗したごみ等による悪臭の発生を防止することが必要である。そのための点

検対象となる事象としては、排水設備周辺の臭気、排水設備の破損等若しくは封水切れ、動物の糞尿等若しく

は棲みつき又は腐敗したごみ等が考えられる。これらの事象が認められた場合は、補修、封水の注入、駆除、

清掃等を行うことが考えられる。 

また、これらの事象の発生を予防するためには、定期的に封水の注入及び清掃を行うことが必要である。 

 

・不法侵入の防止 

開口部等の破損等による不法侵入を防止することが必要である。そのための点検対象となる事象としては、

不法侵入の形跡又は開口部等の破損等が考えられる。これらの事象が認められた場合は、補修等を行うこと

が考えられる。 

 

・落雪による通行障害等の防止 

落雪による通行障害等を防止することが必要である。そのための点検対象となる事象としては、頻繁な落雪

の形跡、屋根等の堆雪若しくは雪庇又は雪止めの破損等が考えられる。これらの事象が認められた場合は、

雪下ろし又は雪止めの補修を行うことが考えられる。また、これらの事象の発生を予防するためには、定期的

に積雪の状況に応じた雪下ろしを行うことが必要である。 

 

・立木等による破損・通行障害等の防止 

立木の枝等のはみ出しによる周囲の建築物の破損又は歩行者等の通行の妨げ等を防止することが必要で

ある。そのための点検対象となる事象としては、立木の枝等のはみ出しが考えられる。これらの事象が認めら

れた場合は、枝の剪定等を行うことが考えられる。 

また、これらの事象の発生を予防するためには、定期的に枝の剪定等を行うことが必要である。 

・動物等による騒音・侵入等の防止 

動物等の棲みつき等による騒音の発生又は周辺への侵入等を防止することが必要である。そのための点

検対象となる事象としては、動物等の棲みつき等が考えられる。これらの事象が認められた場合は、駆除等を

行うことが考えられる。 
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四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

 

１ 空家等の所有者等の意識の涵養と理解増進 

第一義的には、空家等の所有者等が自らの責任において空家等の適切な管理に努めなければならないこ

とに鑑み、空家等をそもそも発生させない、又は空家等の増加を抑制する観点から、所有者等の意識啓発を

図ることが重要である。具体的には、空家等の半数以上は相続を契機に発生していることを踏まえ、生前から

住宅等の所有者等やその家族に「住宅を空家としない」との意識を持って必要な準備を進めるよう促すことが

重要であり、生前から住まいの対処方針を決めておく「住まいの終活」を普及することや、空家等を所有し続け

ることに伴うリスク、例えば、空家等は傷みが早く資産価値も低減することなどを訴求することにより、所有者

等の行動を促すことが重要である。このほか、例えば三１で述べたように、空家等の適切な管理を行うことの

重要性、管理不全の空家等が周辺地域にもたらす諸問題及びそれに対処するための総合的な方針について

所有者等の意識の涵養や理解増進を図るとともに、空家等となることが見込まれる住宅等の所有者等へ適切

な管理についての注意喚起を行う取組を進めることが重要である。その際、市町村の内部部局が連携して、

相続時や納税通知時など、あらゆる機会を捉えて周知等に取り組むことが効果的である。 

また、適切な管理がその所有者等によってなされない空家等は、周辺地域に悪影響を及ぼす要因となるも

のと考えられることから、空家等の活用や適切な管理を行うことの重要性、管理不全の空家等が周辺地域に

もたらす諸問題及びそれに対処するために作成した空家等対策計画の内容については、空家等の所有者等

に限らず、広く住民全体で共有されることが望ましい。このような観点からは、例えば、空家等対策計画の公表

に合わせて、空家等の活用や適切な管理を行うことの重要性に加えて管理不全の空家等が周辺地域にもた

らす諸問題について広報を行ったり、協議会における協議の内容を住民に公開したりする等により、空家等の

活用や適切な管理の重要性、空家等の周辺地域にもたらす諸問題への関心を広く惹起し、地域全体でその対

処方策を検討・共有できるようにすることが望ましい。 

 

２ 空家等に対する他法令による諸規制等 

空家等については、この法律に限らず、例えば建築基準法、消防法、道路法（昭和２７年法律第１８０号）、

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）等各法律の目的に沿っ

て適正な運用を図る一環から、適切な管理のなされていない空家等について必要な措置が講じられる場合も

考えられる。例えば、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合には、空家等に対して災害対策基本

法第６２条第１項及び第６４条第２項の規定に基づき必要な措置を講ずることが可能となる場合もある。関係

法令の適用を総合的に検討する観点からも、各市町村においては一２（１）で述べたとおり、市町村の区域内

の空家等の所在、所有者等について内部部局間で広く情報共有を図り、空家等対策について内部部局間の

連携を取りやすい体制を整備することが重要である。 

 

３ 空家等の増加抑制策、活用施策、除却等に対する支援施策等 

空家等対策を講ずる上では、単に周辺地域に悪影響を与える管理不全空家等や特定空家等に対して、こ

の法律をはじめとする２で述べたような関係法令に基づき必要な措置を講ずるだけでなく、空家等のそもそも

の発生若しくは増加を抑制することが重要である。また、地方創生や中心市街地の活性化、コンパクトシティ施

策等と空家等対策の一体的な推進、空家等を活用した新たなビジネスの創出の促進等により、除却や、立地・

管理状況の良好な空家等の多様な活用の推進を図る取組も重要となる。 

（１） 空家等の発生又は増加の抑制等に資する施策 

１で述べた空家等の所有者等の意識の涵養と理解増進に係る取組を進める ほか、一９（２）で述べた空家

等の発生を抑制するための税制上の措置の的確な運用、また、空家等の所有者等、外部からの空家等への

移住希望者、関係民間団体等との連携の下、空家等の売買・賃貸、適切な管理、除却等などの幅広い取組を
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促すことが考えられる。 

 

（２） 空家等の活用、除却等に対する支援施策 

現在、空家等の所有者等だけでなく、各市町村の住民や外部からの移住希望者等が空家等を活用し、又は

除却等する取組を促す観点から、例えば空家等のリフォームの普及・促進、空家等の他用途の施設（地域活

性化施設、地域間交流拠点施設、社会福祉施設、店舗等）への転用、多様な二地域居住・多地域居住の推進

のための空家等の活用、地方公共団体と民間団体等が連携した古民家の活用、空家等そのものの除却等を

促すための各種財政支援策が用意されている。各市町村においては、これらの支援策を活用しながら、空家

等の活用策の選択肢を少しでも広げて住民等に提示することも重要である。 
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3 平群町空き家等の適正管理に関する条例（平成 27 年 9 月 30 日条例第 28 号） 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、空き家等の適切な管理及び活用促進を図るため、町及び所有者等の責務を明らかにす

るとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号。以下「法」という。)第 4 条第

1 項の規定に基づく空き家等に関する対策の実施その他の空き家等に関する措置について、必要な事項を

定めることにより、防災、防犯、衛生、景観等の町民の生活環境を保全し、もって魅力あるまちづくりの推進

に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 空き家等 町内に存する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていな

いことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は

地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

(2) 特定空き家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生

上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状

態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空

き家等をいう。 

(所有者等の責務) 

第 3 条 空き家等の所有者等又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

いよう、自らの責任において空き家等の適切な管理に努めなければならない。 

(町の責務) 

第 4 条 町は、特定空き家等の発生を未然に防止するとともに、空き家等の適切な管理及び活用促進がなさ

れるよう、必要な対策を実施するものとする。 

(町民等の役割) 

第 5 条 町民等は、特定空き家等の増加防止を図るため、安全で良好な生活環境の確保に努めるとともに、

町がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。 

2 特定空き家等であると疑われる空き家等を発見した町民等は、その情報を町に提供するよう努めるものと

する。 

(実態調査) 

第 6 条 町長は、空き家等に関し前条第 2 項の規定による情報提供を受けたとき又は特定空き家等であると

疑われると認められるときは、空き家等の所在及び当該空き家等の所有者を把握するための調査その他

空き家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。 

(空き家等の所有者等に関する情報の利用等) 

第 7 条 町長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その

他の空き家等の所有者等に関するものについては、法第 10 条第 1 項の規定により、その保有に当たって

特定された利用の目的以外の目的のため内部で利用することができる。 

2 町長は、法第 10 条第 3 項の規定により、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空き家等の所

有者等の把握に必要な情報の提供を求めることができる。 

(立入調査等) 

第 8 条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任をした者に、空き家等と認

められる場所に立ち入って調査させることができる。 

2 町長は、前項の規定により当該職員又はその委任をした者を空き家等と認められる場所に立ち入らせよう

とするときは、その 5 日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、

当該所有者に対し通知することが困難であるときは、この限りではない。 

https://www1.g-reiki.net/town.heguri.nara/reiki_honbun/k415RG00000548.html#e000000033
https://www1.g-reiki.net/town.heguri.nara/reiki_honbun/k415RG00000548.html#e000000033
https://www1.g-reiki.net/town.heguri.nara/reiki_honbun/k415RG00000548.html#e000000059
https://www1.g-reiki.net/town.heguri.nara/reiki_honbun/k415RG00000548.html#e000000085
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3 町長は、第 1 項の規定により当該職員又はその委任をした者を必要な場所に立ち入らせようとする場合で

必要があると認めるときは、専門的な知識を有する者その他必要な者を同行させ、意見を求めることができ

る。 

4 第 1 項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

5 第 1 項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

(特定空き家等の認定) 

第 9 条 町長は、第 6 条及び第 8 条による調査を行い、当該空き家等が現に特定空き家等であると認めると

きは、特定空き家等として認定するものとする。 

2 町長は、前項の規定により認定をしようとするときは、あらかじめ平群町空き家等対策協議会の意見を聴く

ことができる。 

(助言又は指導) 

第 10 条 町長は、前条第 1 項の規定により認定した特定空き家等の所有者等に対し、当該特定空き家等に

関し、除却、修繕、立木等の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置す

れば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にな

い特定空き家等については、建築物の除却を除く。次条において同じ。)をとるよう助言又は指導をすること

ができる。 

(勧告) 

第 11 条 町長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空き家等の状態が改

善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、

立木等の伐採その周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

(命令等) 

第 12 条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった

場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る

措置をとることを命ずることができる。 

2 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、平群町空き家等対策協議会の意見を

聴かなければならない。 

3 町長は、第 1 項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、

その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、

その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなけ

ればならない。 

4 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から 5 日以内に、町長に対し、意見書の提出に

代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

5 町長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第 1 項の措置を命じようとする者

又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

6 町長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第 1 項の規定によって命じようとする措置

並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の 3 日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これ

を公告しなければならない。 

7 第 4 項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出すること

ができる。 

(代執行等) 

第 13 条 町長は、前条第 1 項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がそ

の措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みが
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ないときは、行政代執行法(昭和 23 年法律第 43 号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為を

し、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

2 前条第 1 項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべ

き者を確知することができないとき(過失がなくて第 10 条の助言若しくは指導又は第 11 条の勧告が行われ

るべき者を確知することができないため前条第 1 項に定める手続きにより命令を行うことができないときを

含む。)は、町長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に

行わせることができる。この場合においては、相当の猶予期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期

限までに行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ

公告しなければならない。 

(公示等) 

第 14 条 町長は、第 12 条第 1 項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他規則で定める

方法により、その旨を公示しなければならない。 

2 前項の標識は、第 12 条第 1 項の規定による命令に係る特定空き家等に設置することができる。この場合

においては、当該特定空き家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

(適用除外) 

第 15 条 第 12 条第 1 項の命令については、平群町行政手続法(平成 10 年 3 月平群町条例第 4 号)第 3 章

(第 11 条及び第 13 条を除く。)の規定は、適用しない。 

(緊急安全措置) 

第 16 条 町長は、空き家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危険が及ぶことを回避するための

緊急の措置があると認めるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。 

2 町長は前項の措置を講ずるときは、当該空き家等の所在地及び当該措置の内容を当該空き家等の所有者

等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)をしなければならな

い。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りではない。 

(関係機関との連携) 

第 17 条 町は、特定空き家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、町の区域を管轄する

警察その他の関係機関に対し、必要な協力を要請することができる。 

(空き家等対策協議会) 

第 18 条 空き家等の対策に関する事項について、法第 8 条の規定に基づき、平群町空き家等対策協議会

(以下「協議会」という。)を置く。 

2 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する 10 人以内の委員をもって組織する。 

(1) 学識経験者 

(2) 関係行政機関等の職員 

(3) 町職員 

(4) その他町長が必要と認める者 

3 協議会の委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

4 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 第 9 条第 1 項の規定による特定空き家等の認定について、同条第 2 項の規定により意見を述べるこ

と。 

(2) 第 12 条第 1 項の規定よる命令等の措置について、同条第 2 項の規定により意見を述べること。 

(3) その他空き家等の対策に関する事項について、町長が必要と認めること。 

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織、運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

(所有者等による空き家等の適切な管理の促進) 
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第 19 条 町は、所有者等による空き家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助

言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

(民事等による解決との関係) 

第 20 条 この条例の規定は、特定空き家等の所有者等と、当該特定空き家等により被害を受けるおそれの

ある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。 

(委任) 

第 21 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 27 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 5 年 12 月 13 日条例第 30 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


